
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400067 エネルギー分野に係る法規
制の整備

製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物
の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の
基準に従ってこれをしなければならないもの
とされている。
製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及
び設備の技術上の基準については、政令で
定められている。
現状、燃料電池自動用水素スタンドを給油
取扱所に併設することは想定されていない。

－ －

燃料電池自動車用水素スタンドを給油取扱
所に併設する場合の消防法に係る安全基準
について整備する予定であり、具体的には
「燃料電池自動車用水素スタンドを給油取扱
所に併設する場合の安全性に関する調査検
討委員会」を危険物保安技術協会に設置
し、検討会を実施しているところ。

消防法に係る安全基準に関する検討につい
て、結論を出す時期を明らかにされたい。 － －

 「燃料電池スタンドを給油取扱所に併設す
る場合の安全性に関する調査検討委員会」
において、燃料電池スタンドを給油取扱所に
併設する場合の安全対策等に関し、平成１５
年度中に検討結果をとりまとめる予定。この
検討結果に基づき、平成１６年度中に水素ス
タンドを給油取扱所に併設する場合に必要
な技術基準の整備を行う予定。

5074016 カナダ 11

z0400068 委託放送事業の認定に係る
指定要件の緩和

放送法第５２条の１４
放送法施行規則第１７条の１
４

　委託放送業務の認定は、委託して行わせ
る放送の種類ごとに周波数を指定して行わ
れる。

ｂ Ⅲ

  テレビジョン、音声、データ等の放送の伝
送容量を番組の内容等に応じて柔軟に利用
することができるよう、平成１５年１月１７日、
放送法施行規則の一部改正により、ＢＳデ
ジタル放送の委託放送業務について、同規
則第１７条の８の指定事項に係る規定に関
し、従来の「シンボル数」による指定に加え、
「基準シンボル数」による指定ができるように
した。
  また、補完放送制度の活用によっても、テ
レビジョン、音声、データ等を柔軟に組み合
わせたり、伝送容量を増減させる放送が可
能である。
　なお、「ＢＳ放送のデジタル化に関する検
討会」（平成１５年１２月１７日）においては、
帯域の柔軟利用を求める意見について、現
時点で特に、帯域の柔軟利用に関する制度
の見直しまで行う必要性があるとは考えられ
なかったが、上記の制度の運用等で新しい
発想のサービス展開が円滑に行われること
が望ましい旨を提言している。

5021151
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400069
東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用の容
認

電気通信役務利用放送法施
行規則第２条

　東経１１０度を軌道位置とするＣＳを利用し
た放送は、受託委託放送制度（放送法）が適
用されている。

ｂ Ⅲ

　電気通信役務利用放送法適用のために
は、登録を希望する事業者に対して周波数
の観点から十分な電気通信役務を提供でき
る環境が必要であるが、現状においては、
東経１１０度ＣＳデジタル放送に使用し得る
全ての中継器について、放送法に基づく認
定が行われ、中継器に余裕のない状況にあ
る。
　総務省としては、東経１１０ＣＳデジタル放
送への電気通信役務利用放送法の適用に
ついて、東経１１０ＣＳデジタル放送への参
入を希望する事業者のニーズも踏まえなが
ら、引き続き検討していくことが必要。

回答では「中継器に余裕がない状況にある」
とあるが、要望者によれば、左旋偏波を放送
用に利用することで対応可能とのことであ
る。
この点を踏まえ、改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

　現在通信に利用されている左旋偏波を放
送に利用することについては、円滑な受信
ができるかどうか等、検討すべき事項がある
ため、東経１１０度ＣＳデジタル放送への参
入を希望する事業者のニーズも踏まえなが
ら、検討を行うことが必要。

5021152
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400069

（上記の続き）

東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用の容
認

5021152
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 51 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400067 エネルギー分野に係る法規
制の整備

z0400068 委託放送事業の認定に係る
指定要件の緩和

z0400069
東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用の容
認

z0400069

（上記の続き）

東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用の容
認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5074 5074016 カナダ 11 エネルギー分野に係る法規
制の整備

特に、カナダは日本に以下の法規制を検討
するよう強く要請致します。
①マイクロタービンや燃料電池などの分散
発電用発電機の取扱主任者配備を義務づ
ける電気事業法と消防法
②メタノールの燃料電池用の使用、給油、取
扱主任者配備、製品の表示を規制する毒劇
物取締法、労働安全衛生法、消防法

日本経済の回復にとってエネルギー部門が
果たす大きな重要性を考慮し、カナダは日本
に、エネルギー・電力部門の規制改革に関
する目標達成に向けて前進し続けるようお
勧め致します。自由化された同部門におけ
る公正で透明な規制は、さらに開かれた市
場を形成し、市場の現実を反映する投資や
価格信号を通じた十分な資源の配分をもた
らすでしょう。現在、日本の電力市場は、大
きなマーケットシェアを有し、日本の下請け
業者と長年にわたる関係を持つ大手電気事
業者によって支配されています。

経済産業省
総務省
厚生労働省

5021 5021151
社団法人日本
経済団体連合
会

11 委託放送事業の認定に係る
指定要件の緩和【新規】

　委託して行なわせる放送の種類ごとに周
波数を指定するのではなく、利用可能な周
波数の範囲内で柔軟にチャンネル編成がで
きるようにすべきである。

　利用可能な周波数の範囲内で、放送の種
類に応じてチャンネル数を増減できれば、利
用者のニーズに柔軟に対応した、きめ細か
い情報伝送が可能となり、委託放送事業者
の創意工夫が発揮されるとともに、利用者利
益の向上に資する。

放送法第52条の14 総務省
　委託放送業務の認定は、委託して行わせ
る放送の種類ごとに周波数を指定して行わ
れる。

5021 5021152
社団法人日本
経済団体連合
会

11 東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用

　東経110度CSに電気通信役務利用放送法
を適用すべきである。

　現行の受委託放送制度では、衛星中継器
を通信用、放送用に分け、委託放送事業者
の認定にあたって放送用の特定の周波数を
総務大臣が指定するため、新たな周波数で
放送を開始しようとすると、手続に時間を要
する。
　外資規制もなく、マスメディア集中排除原
則に基づく規律も緩い電気通信役務利用放
送法が適用され、より自由な参入が可能と
なれば、競争が促進され、魅力あるコンテン
ツの提供、ひいては衛星放送市場全体の拡
大につながることが期待される。また、事業
者の利用ニーズに応じて、通信、放送用の
周波数を柔軟に利用できることから、周波数
の有効利用につながる。

電気通信役務利用放送法施
行規則第２条 総務省

　東経110度を軌道位置とするCSを利用した
放送には、電気通信役務利用放送法が適用
されていない。

5021 5021152
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

東経110度CSへの電気通信
役務利用放送法の適用

（上記の続き）

　「『全国規模での規制改革要望』に対する
各省庁からの再回答について」（平成15年８
月11日　総合規制改革会議）においては、
「現状においては、東経110度CSデジタル放
送に使用し得る全ての中継器について、放
送法に基づく認定が行われ、中継器に余裕
のない状況にあり、平成16年度までにこの
状況に変化がなければ、検討は困難と考え
られる」とされている。制度適用の前提が
整っていないという説明であるが、110度CS
に電気通信役務利用放送法を適用する方
針が明らかにされれば、前提にも変化が生
じる可能性がある。また、中継器に余裕がな
いという点も、左旋偏波を放送用に利用する
ことで対応可能である。
　なお、視聴者が増えるほど、制度変更が困
難になると想定されることから、早急に電気
通信役務利用放送法を適用する必要があ
る。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 52 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400070

「通信衛星を利用した通信・
放送の中間領域的な新たな
サービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」に
おける放送範囲の明確化

「通信衛星を利用した通信・
放送の中間領域的な新たな
サービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」

　通信・放送の中間領域的な新たなサービ
スについて、具体的かつ明確な基準を設定
し、通信と放送の区分を明らかにしている。

ｂ ―

　通信として区分される類型の追加等を内容
とする「通信衛星を利用した通信・放送の中
間領域的な新たなサービスに係る通信と放
送の区分に関するガイドライン」の変更を平
成13年12月26日に公表し、放送となるもの
の範囲をより明確化したところ。今後も技術
動向やニーズ等を踏まえ、必要に応じガイド
ラインを見直すことにより、通信と放送の中
間領域的な新たなサービスの促進を図るこ
ととしている。

回答では、「放送扱いとなるサービスの範囲
を明確にする方法により、中間領域的な新
たなサービスを通信サービスとして速やかに
提供できるようにすべきである。」との要望趣
旨について触れられていないが、この点につ
いて、改めて検討されたい。

ｂ －

「放送」は不特定多数を対象とするものであ
り、極めて社会的影響力が大きいサービス
であること、また今後の技術動向等の進展
により新たなサービスが出てくる可能性があ
ること等にかんがみると基本的には通信扱
いとなるサービスを明確化する方法が適切
と考える。総務省としては、通信として区分さ
れる類型の追加等を内容とする「通信衛星
を利用した通信・放送の中間領域的な新た
なサービスに係る通信と放送の区分に関す
るガイドライン」の変更を平成13年12月26日
に公表し、放送となるものの範囲をより明確
化したところ。今後も技術動向やニーズ等を
踏まえ、必要に応じガイドラインを見直すこと
により、通信と放送の中間領域的な新たな
サービスの促進を図ることとしている。

5021153
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400071
電気通信政策の見直しに係
る審議会等の透明性・開放性
の改善

情報通信審議会議事規則
第５条

　審議会は、その調査審議に当たり、必要と
認めるときは、当該調査審議事項と関連す
る利害関係者その他の参考人から公聴会そ
の他の方法により意見を聴取し、また、国民
生活と密接な関係を有する事項を調査審議
するに当たり、必要と認めるときには、広く国
民から意見を募集している。

ｄ ―

　審議については、総務省のホームページ
上等で意見募集をしており、どこからでも意
見を出すことができるようにしている。また、
関係者によるヒアリングを実施して、広く意
見を取り入れ、公平な審議に努めている。

5073016 オーストラリア 11

z0400072

ｅ－Ｊａｐａｎ ＩＩにある「著作権
契約システム」はテレビジョン
放送信号及びコンテンツをイ
ンターネット上に配信できる
強制的、非自主的又は法的
な許諾を含まないことの保証

なし なし ― ―

　２００３年１０月２４日に日米政府間で対日
要望と対米要望の交換を行い、これらに基
づき「成長のための日米経済パートナーシッ
プ」における「規制改革及び競争改革イニシ
アティブ」の３年目の対話が行われている。
本要望は当該対日要望と同じものである。
対話の成果については、２００４年５月頃に
公表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071020 米国 11

z0400073 免許、許可業種に関する営業
譲渡の柔軟な対応

電波法第２０条、有線テレビ
ジョン放送法第１０条の２、電
気通信事業法第９条

　放送に係る無線局等を譲り渡す場合には
総務大臣の許可等を受けなければならな
い。当該許可等に際しては、免許等の際の
欠格事由、許可基準等の規定を準用する。
 なお、電気通信事業については、２００３年
７月に成立した改正電気通信事業法におい
て、電気通信事業への参入に係る許可制を
廃止している。（２００４年春頃を目途に施行
予定）

ｃ ―

　放送業への参入時に確保している財政的
基礎や技術的能力及び欠格事由への非該
当性等を営業譲渡の際においても担保する
ためには、譲渡先の者についても同様の基
準に適合していることを担保する必要があ
り、参入時と異なる基準とすることはできな
い。

5116011 中間法人 11

z0400074 ペティション（申立）制度の導
入

内閣府総合規制改革会議において国民、企
業からの規制改革に関する意見・要望を募
集し、制度の所管官庁に対して検討を要請
しているところであり、特に、規制改革集中
受付月間における全国規模での規制改革要
望事項については、同会議事務室から各制
度の所管官庁に検討要請を行うとともに各
省庁からの回答を義務づけその内容を当室
ホームページで公表しているところ

－ － 規制の現状と同じ 5021168
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 53 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400070

「通信衛星を利用した通信・
放送の中間領域的な新たな
サービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」に
おける放送範囲の明確化

z0400071
電気通信政策の見直しに係
る審議会等の透明性・開放性
の改善

z0400072

ｅ－Ｊａｐａｎ ＩＩにある「著作権
契約システム」はテレビジョン
放送信号及びコンテンツをイ
ンターネット上に配信できる
強制的、非自主的又は法的
な許諾を含まないことの保証

z0400073 免許、許可業種に関する営業
譲渡の柔軟な対応

z0400074 ペティション（申立）制度の導
入

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021153
社団法人日本
経済団体連合
会

11

「通信衛星を利用した通信・
放送の中間領域的な新たな
サービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」に
おける放送範囲の明確化

　「通信衛星を利用した通信・放送の中間領
域的な新たなサービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」において、通信扱
いとなるサービスの範囲を明らかにすること
によって通信から区分される放送の範囲を
明確にする方法ではなく、放送扱いとなる
サービスの範囲を明確にする方法により、中
間領域的な新たなサービスを通信サービス
として速やかに提供できるようにすべきであ
る。

　「ガイドライン」では、送信者と受信者の紐
帯関係の強さの程度や受信者の属性の強さ
の程度などといった基準で、放送とは異なる
ものの範囲を明確にすることによって、通信
から区別される放送の範囲を明確にしようと
しているが、この方法では新たなサービスを
提供するたびに行政の判断を仰がなければ
ならない。顧客に対しても、行政の判断が示
されるまで通信サービスとして提供できな
い。

「通信衛星を利用した通信・
放送の中間領域的な新たな
サービスに係る通信と放送の
区分に関するガイドライン」

総務省

　通信・放送の中間領域的な新たなサービ
スを通信サービス、放送サービスに切り分け
る基準は、「通信衛星を利用した通信・放送
の中間領域的な新たなサービスに係る通信
と放送の区分に関するガイドライン」におい
て設定されている。その基準では、送信の相
手方が「公衆」すなわち不特定多数であるか
否かが重要とされており、送信者と受信者の
間の紐帯関係および受信者における属性が
強ければ通信、弱ければ放送と判断され
る。

5073 5073016 オーストラリア 11
電気通信政策の見直しに係
る審議会等の透明性・開放性
の改善

日本政府は、政府の見直し、特に電気通信
分野の見直しへの参加を、影響を受ける関
係者にまで拡大すべきであり、情報通信審
議会で影響を受ける関係者により大きな透
明性との参加を可能にすべきである。

日本政府は、折に触れて電気通信政策の
様々な観点からの規制を見直している。見
直しの多くの情報は情報通信審議会を通じ
て流れ、審議会への参加は制限されてい
る。アメリカ、イギリス、オーストラリアなど他
の国では、潜在的に影響を受ける関係者が
見直しのプロセスへ有益な意見を提出でき
るような、開放的な取り組みを行っている。
例えば、オーストラリアでは規制制度の詳細
を進展させる過程で、全ての関係者は意見
を述べる機会が与えられている。

総務省

5071 5071020 米国 11

ｅ－Ｊａｐａｎ ＩＩにある「著作権
契約システム」に放送ＴＶ信号
及びコンテンツをインターネッ
ト上に配信できる義務的、非
自主的あるいは法的な免許
を含まないことの保証

ｅ－Ｊａｐａｎ ＩＩにある著作権契約システム」に
は放送ＴＶ信号及びコンテンツをインターネッ
ト上に配信できる義務的、非自主的あるい
は法的な免許を含まないことを保証する。イ
ンターネット配信のための著作権契約システ
ムは放送事業者及び著作権保持者双方の
同意が必要であり、そのようなシステムへの
特別な措置は意味あるパブリックコメントに
かけるべきものである。

日本は日本経済を活性化するためにＩＴとと
もに知的財産権の経済的重要性を認識して
おり、知的財産推進計画を通じて知的財産
権の創造、活用、保護において指導的立場
に立とうと努力している。これらの目標およ
び知的財産推進計画に沿って、米国は日本
が左記の措置をとることを提言する

総務省

5116 5116011 中間法人 11 免許、許可業種に関する営業
譲渡の柔軟な対応

特定の免許、許可業種に関して、別な企業
がその営業譲渡を受ける際に、譲り受け企
業の簡易審査のみで免許、許可を引継ぎを
認めていただきたい。

放送事業者や電気通信事業者から営業譲
渡をある企業が受ける際に、その免許や許
可を引き継ぐことを認めていただきたい。

財務が悪化しているが、既得の営業権を評
価できる企業を新出資者と経営陣で再建す
ることを円滑にするため。また放送事業者な
どがこれにより事業継続できることにより、
受信者保護にもなるため。

総務省

5021 5021168
社団法人日本
経済団体連合
会

11 ペティション（申立）制度の導
入

　国民・企業等が、既存の制度・政策等につ
いて直接行政に要望でき、これに対し、行政
が一定の期間内に回答を公表することを義
務づける「ペティション（申立）制度」を導入す
るべきである。

　通信市場の環境変化に対応して利用者利
益を第一に考えた公正な判断に基づく競争
政策が求められており、そのためにもペティ
ション制度を通じて、利用者である国民や企
業の意見を吸い上げられる仕組みの整備が
必要である。
　なお、郵政省（当時）の電気通信審議会「ＩＴ
革命を推進するための電気通信事業におけ
る競争政策の在り方についての第一次答
申」では、「申立制度についても、導入方策
を検討する必要がある。手続を定めたガイド
ラインを整備、公表することが必要である」と
されるとともに、情報通信審議会最終答申草
案に対する意見に対する審議会の考え方で
は、「第一次答申以降に導入された新たな制
度に追加する形で、さらにペティション制度を
導入する必要があるかどうかは、これらの制
度（政策評価とそれに対するパブリックコメン
トの実施等）の有効性を今後見極めた上で
検討することが適当である」とされている。

総務省

　いわゆるパブリックコメント手続があるが、
それは広く一般に適用される国の行政機関
等の意思表示で規制の設定または改廃に
関わるものであり、意思表示を公表する主体
は、当該行政機関である。
　なお、請願法では、同法に適合する請願
は、官公署においてこれを受理し誠実に処
理しなければならないとされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 54 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400075 高周波利用設備の設置許可
基準の緩和 電波法第100条

電波法では、高周波利用設備は他の通信を
妨害する可能性があることから、原則として
総務大臣の許可がなければ設置してはなら
ないこととしている。
これは、通信を保護することによって、結果
として良好な社会生活の維持を目的としてい
るものである。
ただし、他の通信へ妨害を与える可能性が
低い設備に関しては、許可を要しないことと
している。

Ｃ Ⅲ

高周波出力が５kWの高周波利用設備には、
大きな漏えい電波を発生させる可能性が高
い設備もあり、一律に設置の許可を不要とし
た場合、他の通信に継続的かつ重大な妨害
を与えかねず、社会生活への重大な影響が
懸念されるため、認められない。

　高周波出力が５ｋWの高周波利用設備で
あっても、例えば超音波設備のように、設置
状況や機器の性能等によっては、他の無線
通信に妨害を及ぼす可能性が低い設備も考
えられる。
　この点を踏まえ、５kW以下の高周波利用
設備において、一定の条件下で設置許可を
要しないこととできないか、改めて検討され
たい。

b Ⅲ

　現行法令においては、一定の条件を満足
する一部の高周波利用設備については、設
置許可を不要としていることから、当該条件
の変更の可能性を検討することとし、例えば
超音波設備について、５kW以下のものは設
置の許可が不要とできるかどうか検討に着
手する。

5021149
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400076
特定無線設備の技術基準適
合自己確認制度の適用範囲
の拡大

改正電波法第３８条の３３
（平成１６年１月２６日施行予
定）

製造業者又は輸入業者が、特定無線設備
のうち他の無線局に混信等の妨害を与える
おそれが少ないもの（特別特定無線設備）に
ついて、その工事設計が電波法第３章で定
める技術基準に適合していることを、自ら確
認することができる。
技術基準適合自己確認が行われ、製造業
者等により表示が付された特別特定無線設
備には、登録証明機関による証明又は認証
を受けた特定無線設備と同様に、免許不
要、簡易な免許手続、包括免許等の適用が
可能となる。
特別特定無線設備の対象機器については
電波監視審議会の審議・答申、パブリックコ
メントを経て決定される。

Ｃ Ⅰ

（措置不可能）
無線設備については干渉源の特定が困難
であることが多く、又特定できた場合であっ
ても現に流通し、使用されている無線設備の
排除に至るまでには多大な社会的コストが
発生するおそれがあるため、良好な電波利
用環境を維持し安全性を確保する観点か
ら、技術基準や使用の態様等を勘案して、
他の無線局の運用を著しく阻害するような混
信等を与えるおそれの少ないものを対象と
することが法定されている。また、特別特定
無線設備は、電波監理審議会の審議・意見
聴取・答申、パブリックコメントを経て決定さ
れる。

平成15年８月　　意見募集
同年　　　９月　　電波監理審議会諮問
同年　　　10月　 意見聴取
同年　　　11月　 電波監理審議会答申

なお、平成16年１月26日に改正電波法は施
行予定である。

①回答では、｢技術基準や使用の態様等を
勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害す
るような混信等を与えるおそれの少ないもの
を対象とすることが法定されている｣とある
が、対象選定にあたって審議会答申等の根
拠となった客観的な基準をデータをもって明
らかにされたい。

②その上で、対象範囲の拡大を行うことにつ
いて改めて検討されたい。

Ｃ Ⅰ

消費者が安心して無線設備を利用できる良
好な電波利用環境を維持することが極めて
重要であり、かつ、基準不適合機器が使用
され他の無線局に混信等の妨害を与えた場
合には利用者である消費者に対し罰則が適
用されるおそれがあり、消費者保護の観点
から、特別特定無線設備として、無線設備の
技術基準、使用の態様、市場における基準
不適合機器の発生状況、登録証明機関が
行う審査における持ち込まれた設備の技術
基準への適合状況等を勘案し、他の無線局
の運用を著しく阻害するような混信等の妨害
を与えるおそれが少ないものを対象としてい
る。
また、米国では自己確認できる対象機器は
数種類に限定されており、欧州では第三者
機関の一定の関与を必要とする自己適合宣
言制度としているなど、欧米においても慎重
に制度を運用している。
対象範囲については、本年１月26日から技
術基準適合自己確認制度が施行されたば
かりであり、平成16年度以降、自己確認を
行った者の法令遵守の状況、市場における
基準不適合機器の発生状況、登録証明機
関が行う審査における持ち込まれた設備の
技術基準への適合状況等の結果も勘案し、
慎重に検討していくべきと考えている。

5021158
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400077 周波数利用目的に係る規制
の緩和

無線局の免許を受けるにあたり、無線局の
開設の目的が放送業務である　　　　場合、
割当てられた周波数を用いて放送業務以外
の無線通信業務を行うことはできない（ＣＳ
放送（東経１１０度ＣＳを除く）は除く）。

ｃ -

周波数を免許人の自由裁量により、通信・放
送のどちらにも利用できるようにすることは、
例えば、非常災害時など緊急に情報提供を
する必要が生じた場合に、直ちに放送を行う
ことができないおそれが生ずる。特に、放送
は社会的影響力が大きく、有限稀少な周波
数を用いて不特定多数の人に直接受信され
ることを目的として行うものであることから、
安定した受信が求められるものであり、放送
目的で使用する周波数については、その目
的のためにのみ使用すべきである。また、放
送を行っていない時間帯においても、保守・
点検及び非常災害時への対応のために、ほ
ぼ１日中放送波を使用しているのが現状で
ある。
　なお、周波数の希少性が低いとみなされる
ＣＳ放送（東経１１０度ＣＳを除く）について
は、電気通信サービスを利用した放送が制
度化されており、通信用（電気通信業務用）
の無線局の免許を有する者は、同一周波数
を放送と通信に使用させることが可能となっ
ているところ。

　技術革新やサービスの多様化等に伴い、
通信と放送の境界はますますあいまいと
なっており、とりわけ共通化・一体化が進み
つつある伝送路に関しては、通信、放送とい
う区分を維持することの意義は薄れている。
　周波数の利用目的を緩和し、多様な用途
へ活用が可能となれば、新しいビジネスの
創出につながるとともに、国民の利便性向
上、ユビキタスネットワーク社会の早期実現
にも資するものと考える。
　この点を踏まえ、周波数利用目的の緩和
について、改めて検討されたい。

ｃ -

　放送は、有限希少な周波数を用いて不特
定多数の人に直接受信されることを目的とし
て行うものであり、①瞬時に広範に情報を伝
達できる即時性を有すること、②映像や音声
により、直接視聴者に訴える印象度が強い
ことから、大きな社会的影響力を有するた
め、放送番組の編集の基準を定め、これに
従って放送番組を編集しなければならないと
いう、通信には課していない規律を課してい
る。
　また、放送は、非常災害時など緊急に情報
提供をする必要が生じた場合においても、情
報提供手段として大きな社会的役割を有し
ており、基本的に通信とは異なる社会的役
割を有している。
　このような放送の社会的役割は今後も変
わらず存続し、放送、通信という区分を維持
することの意義は依然として存在している。
　現状、テレビ、ラジオは、通常、２４時間放
送を行っており、また、放送を行っていない
時間帯であっても、保守、点検又は非常災
害時への対応のために、放送波をほぼ１日
中使用している状況からして、本提案を受け
入れることは困難である。

5021146
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 55 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400075 高周波利用設備の設置許可
基準の緩和

z0400076
特定無線設備の技術基準適
合自己確認制度の適用範囲
の拡大

z0400077 周波数利用目的に係る規制
の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021149
社団法人日本
経済団体連合
会

11 高周波利用設備の設置許可
基準の緩和【新規】

　許可を要しない高周波出力値を５キロワッ
ト程度まで引き上げるべきである。

　他の通信への妨害の有無を審査する必要
があるため、許可が必要とされているが、例
えば超音波設備で通信出力が５ｋｗ以下の
場合、他の通信を妨害するとは考えにくい。
　許可対象となった場合、同一敷地内での
設置場所変更であっても、逐一手続が必要
となるため、企業にとって負担が大きい。

電波法第100条 総務省

　無線通信に妨害を与える恐れのある一定
の周波数または電力を使用する高周波利用
設備を設置する者は、総務大臣の許可を受
けなければならない。設置場所等を変更す
る場合にも、同様に許可が必要である。

5021 5021158
社団法人日本
経済団体連合
会

11
特定無線設備の技術基準適
合自己確認制度の適用範囲
の拡大【新規】

　特定無線設備全てを自己確認制度の対象
とする。仮に自己確認制度の対象から除外
する特定無線設備がある場合は、その理由
を客観的なデータを基に示すとともに、公
正・透明な手続を経て決定すべきである。

　技術の進歩や市場ニーズの変化に対応す
るとともに、国際競争力を維持・強化するた
めには、製造業者等は、製品を速やかに、
かつ低コストで市場に投入する必要がある。
そのためには、自己確認可能な無線設備の
範囲をできる限り拡大する必要がある。

電波法（改正後）第38条の33 総務省

　特定無線設備（小規模な無線局に使用す
るための無線設備であって、総務省令で定
めるもの）のうち、無線設備の技術基準、使
用の態様等を勘案して、他の無線局の運用
を著しく阻害するような混信その他の妨害を
与える恐れが少ないものとして総務省令で
定める特別特定無線設備については、その
工事設計が技術基準に適合することを、登
録証明機関による審査、認証を経ることな
く、製造業者等が自ら確認することができ
る。

5021 5021146
社団法人日本
経済団体連合
会

11 周波数利用目的の緩和 　周波数を通信・放送のいずれの用途でも
利用できるようにすべきである。

　有限・希少な電波は、今後、ユビキタスネッ
トワーク社会を実現する上で、最も重要な資
源の一つに位置付けられており、有効利用
を図る必要がある。
　現行制度では、利用目的が限定されてい
るため、技術革新や利用者ニーズに柔軟に
対応したサービス提供ができないが、規制
が緩和されれば、深夜など放送波を使用し
ていない時間帯に、有線を敷くことができな
い地域へ放送波を使って情報配信サービス
が可能となるなど、多様な用途やビジネスへ
の活用など、有効活用が図られ、経済活性
化に資すると考えられる。

電波法第６条 総務省

　無線局の免許を受けるにあたり、周波数の
利用目的が通信、放送のいずれかに限定さ
れている。そのため、割当てられた周波数が
放送目的の場合は、通信に利用できない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 56 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400078 周波数帯割当ての調和 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072027 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400079 微弱無線局の電界強度の緩
和

電波法第４条及び電波法施
行規則第６条

微弱無線局は、発射される電波の電界強度
が他の無線局への混信影響等を与えない電
波法令で定める規定値内で運用。 ｃ -

要望されている周波数帯については、当該
周波数帯を使用する無線局（航空安全用）
の運用を保護する必要があるため、現行の
微弱無線局の基準を超える無線システムの
利用は認められない。

　回答では、当該周波数帯を使用する無線
局（航空安全用）の運用を保護する必要が
あるため、現行の基準を超える無線システ
ムの利用は認められないとのことだが、(１）
航空安全用の無線局の出力は50Wと強い一
方、要望している微弱無線局は1mW以下で
あること、(2) 当該キーレスエントリーなどの
システムは周波数帯域を若干ずらし、航空
安全用通信システムの電波の干渉を受けな
い帯域を選定しており、相互に干渉すること
は考えにくいこと、(3) 同時間に同地域で大
量に使用されることは考えにくいこと、などに
鑑みれば、短時間、短距離であれば、米国
並みの電界強度を許容することは可能と考
えられる。実際に米国では、これにより特段
大きな支障は生じていないという点も併せて
踏まえ、改めて検討されたい。

b Ⅲ

要望されているシステムが微弱無線局と認
められるよう電界強度を緩和することは、
他の通信に重大な妨害を与えかねず、社会
生活への重大な影響が懸念されるため、認
められない。
なお、本システムについて、技術基準に適合
していることを前提とした免許不要の無
線局とすることについては、詳細な技術仕様
を得た上で、当該周波数帯を使用する無
線局（航空安全用）の運用が保護できるかど
うかを検討することが必要。

5021148
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400080 ドクターヘリにおける異免許
人間による通信の容認

電波法施行規則第３７条第２
１号

人命の救助に関し急を要する通信（他の電
気通信系統によつては当該通信の目的に達
することが困難である場合に限る）を行う場
合には、電波法施行規則第３７条第２１号に
基づき、無線局の免許状に記載された通信
の相手方以外の通信も可能となっている。

ｄ - 規制の現状と同じ 5139006

愛知医科大学
高度救命救急
センター
中日本航空株
式会社

11

z0400081 ドクターヘリにおける携帯電
話の使用の容認 なし 電波法では、電気通信業務用の無線局を陸

上移動局に限る規制は無い。 ｅ -

　現在、携帯電話事業者が提供する携帯電
話は歩行者・自動車等の陸上での使用を目
的としているため、携帯電話基地局からの
電波の発射方向は地上に向けられ、同じ周
波数を繰り返し有効に活用している。上空か
ら携帯電話を使用しようとした場合、同じ周
波数を使用する複数の基地局から見通しで
電波を受けることとなり、干渉の発生や適切
な基地局を選択して接続することが困難で
あることから適切にサービスを受けることが
できないとともに、地上の携帯電話に対する
混信などによって、広範囲にわたって携帯電
話の品質の劣化等の支障を引き起こすた
め、上空からの使用はできないものである。
　

5126001 愛知県 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 57 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400078 周波数帯割当ての調和

z0400079 微弱無線局の電界強度の緩
和

z0400080 ドクターヘリにおける異免許
人間による通信の容認

z0400081 ドクターヘリにおける携帯電
話の使用の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072027 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 周波数帯割当ての調和

補足的なIMT-2000帯域（特に2.5GHz帯域）
と３Ｇ移動通信システム後の帯域に対する
周波数帯割り当てを調和させる。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

5021 5021148
社団法人日本
経済団体連合
会

11 微弱無線局の電界強度の緩
和【新規】

　用途や周波数に応じて、微弱無線の３メー
トルの距離における電界強度の柔軟な運用
を認めるべきである。
　とりわけ、車載キーレスエントリーやタイヤ
空気圧モニタなどに代表される車載微弱通
信機器（312ＭＨｚ帯）の電界強度について
は、５秒程度の短時間であれば、米国並み
の許容値での使用を可能とすべきである。

　一律に500μv/m以下とするのではなく、用
途や送信時間などに応じて柔軟な利用を認
めることにより、様々なアプリケーションの搭
載などが可能となり、利用者の利便性が向
上する。
　例えば、322MHz以下の帯域において電界
強度が緩和された場合、他のシステムから
の干渉を受けずに、情報量を増やすことが
可能となる。これにより、車載キーレスエント
リーでは、スムースな開閉やセキュリティ面
での向上を図れるとともに、タイヤ空気圧モ
ニタでは、通信精度の向上につながる。ま
た、米国と仕様を共通化することにより、ス
ケールメリットが発揮され、コストも削減でき
る。なお、米国では、５秒程度の送信時間内
であれば、6014μv/mまで認められている
が、これにより特段大きな支障は生じていな
い。
　また、322MHz～10ＧＨzでは許容値がとく
に低く設定されているため、新製品開発に際
してコスト上昇要因となっている。

電波法施行規則第６条 総務省

　微弱無線局は、322MHz以下の帯域におい
ては、当該無線局の無線設備から３メートル
の距離において、その電界強度が、500μｖ
/m以下でなければならない。同様に、
322MHｚを超え10GHｚ以下の帯域では、
35μv/m以下とされている。

5139 5139006

愛知医科大学
高度救命救急
センター
中日本航空株
式会社

11 愛知ドクターヘリ特区

電波法では事業会社に航空無線の割り当て
があり会社基地と飛行中の自社機と連絡が
取れるようになっている。ドクターヘリの現場
では担当機体の都合により他社に急遽代行
を依頼することがある。又他社機が患者を当
該基地に搬送することもある。そのような場
合に異免許人間の通信が許されていないた
め当該基地との通信ができないため所要の
連絡が取れない。ドクターヘリの現場では異
免許人間の通信が許されるべきである。

ドクタヘリによる重篤患者の救命救急事業

自社の都合により休むことが許されないドク
ターヘリの現場では他社の機体も当てにし
なければならない。又何時の時点、いかなる
機関が当該基地に患者を搬送してくるか計
り兼ねる。ところがドクターヘリ基地は我国で
は１機スタンバイが限度であり、他機が患者
を当該基地に急遽搬入してくる場合には当
該基地の無線局と連絡が取れないと安全が
確保できない。ドクターヘリ基地の運行管理
者はあらゆる情報が必要であり、異免許人
間の通信が必要である。

電波法５２条　目的外使用の
禁止等：無線局は、免許状に
記載された目的又は通信の
相手方若しくは通信事項の範
囲を超えて運用してはならな
い。但し津具に掲げる通信に
ついてはこの限りでない。
１．遭難通信
２．緊急通信
３．安全通信
４．非常通信
５．放送の受信

総務省 １．愛知ドクターヘリ運航要領           ２．愛
知ドクターヘリ体制図

5126 5126001 愛知県 11 ドクターヘリにおける携帯電
話の使用の容認

ドクターヘリの患者搬送は、基地病院以外の
病院の場合、基地病院無線局経由により依
頼確認を行っているが、より迅速に対応する
ためには、携帯電話が有効である。携帯電
話は、電波法上では「陸上移動局」と整理さ
れており、ドクターヘリから使用することは電
波法違反となり使用できない。救急患者の
搬送には、ドクターヘリから直接に搬送先病
院へ携帯電話での連絡は必要不可欠であ
る。

受入病院に対する連絡方法は、ドクターヘリ
から基地病院から公衆電話回線により依頼
しているが、直接ドクターヘリから受入病院
へ携帯電話を使用して連絡することは、患者
の状態が明確に伝わり、受入準備にも迅速
な対応が可能となる。

上空からの携帯電話の使用は、受入病院に
患者の様態を迅速に連絡をし、その対応が
的確に行われるため。

電波法（昭和２５年５月２日法
律第１３１号)第５３条 電波法
施行規則第４条１項12号

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 58 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400082 微弱電波法における放射雑
音許容値の見直し等

電波法第４条及び電波法施
行規則第６条

微弱無線局は、発射される電波の電界強度
が他の無線局への混信影響等を与えない電
波法令で定める規定値内で運用。 ｃ -

要望されている周波数帯については、当該
周波数帯を使用する無線局（航空安全用）
の運用を保護する必要があるため、現行の
微弱無線局の基準を超える無線システムの
利用は認められない。

　回答では、当該周波数帯を使用する無線
局（航空安全用）の運用を保護する必要が
あるため、現行の基準を超える無線システ
ムの利用は認められないとのことだが、電波
の送信時間は走行中であっても0.11秒／分
（停止中は0.11秒／時間）と非常に短く、また
電波の出力についても、６０ｍ離れれば電波
法上の許容値以下となるレベルであることか
ら、航空安全用無線局の運用に支障を生じ
せしめるような干渉が起こることは想定しが
たい。
　上記の点を踏まえ、本件基準緩和を実施
することの可否について、改めて検討された
い。

b Ⅲ

要望されているシステムが微弱無線局と認
められるよう電界強度を緩和することは、
他の通信に重大な妨害を与えかねず、社会
生活への重大な影響が懸念されるため、認
められない。
なお、本システムについて、技術基準に適合
していることを前提とした免許不要の無
線局とすることについては、詳細な技術仕様
を得た上で、当該周波数帯を使用する無
線局（航空安全用）の運用が保護できるかど
うかを検討することが必要

5111036 社団法人日本
自動車工業会 11

z0400083 免許不要の小電力機器への
電波分配の容認 － －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071010 米国 11

z0400084
2400MHz帯小電力データ通
信システムのスペクトル拡散
率の緩和

　2471～2497MHzの周波数を使用する小電
力データ通信システムの無線局におけるス
ペクトル拡散率は10以上とされている。

Ｃ -

　小電力データ通信システム用の2471MHz
～2497MHzは、移動体衛星通信システム
(MSS)に国際的に割り当てられている
2483.5MHz～2500MHzと重複しているため、
国際的には、この周波数を避けて2400MHz
～2483.5MHzが無線LANに割り当てられてお
り、我が国においても高度小電力データ通
信システムとしてこの周波数を無線LANで利
用している。欧米諸国では、2471MHz～
2497MHzの周波数を無線LANに利用してい
る国はない。
　情報通信審議会においても、将来的に移
動体衛星通信システム(MSS)への干渉を回
避するためには、欧米諸国と同じ周波数を
使用する高度小電力データ通信システムに
移行を進める必要性が指摘されているところ
であり、2471MHz～2497MHzでスペクトル拡
散率を緩和した場合、移動体衛星通信シス
テム(MSS)との共用に支障が生じるおそれ
がある。
　したがって、スペクトル拡散率の緩和につ
いては、措置は不可である。
　なお、2.4GHz帯のデータ通信の高度化を
図るため、高度小電力データ通信システムと
してOFDM方式の導入等が制度化されてお
り、これらの技術を採用することによって、通
信速度の高速化等が可能となっている。

5021147
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400085
特定小電力機器に係る技術
基準適合証明の申請単位の
見直し

電波法第２条第４号
電波法第３８条の２第１項
無線設備規則第４９条の１４
第１号イ

　無線局の免許手続の簡素化等に資するた
め、特定無線設備について、電波法第３章
に定める技術基準に適合していることの証
明（技術基準適合証明）を受けた特定無線
設備のみを使用する無線局については、免
許不要、簡易な免許手続、包括免許等の適
用が可能となる。

Ｃ Ⅰ

（措置不可能）
電波法第２条で無線設備とは「電波を送り、
又は受けるための電気的設備をいう」とされ
ており、電源設備や制御装置をも含むもので
ある。
電源設備については、その電圧値が変更さ
れると、技術基準で定める空中線からの出
力や副次発射に変更を来すものであり、ま
た、制御装置については、技術基準で定め
る機能・条件を満たしているか否かの確認
が必要であることから、送受信装置、電源装
置及び制御装置を一体として技術基準への
適合性を確認する必要がある。

回答では、｢送受信装置、電源装置及び制
御装置を一体として技術基準への適合性を
確認する必要がある｣とあるが、例外は認め
ないという趣旨か否か確認したい。例えばパ
ソコン内蔵型でない無線LANカードについて
は、市販されているものを購入し、購入者が
各自のパソコンに接続した場合、電源装置
等に変更を来たす可能性があると考える
が、そのような場合の申請単位および変更
申請に関する考え方並びに現状について説
明されたい。

Ｃ Ⅰ

無線設備には電源設備等も含まれることか
ら、例外は認めないという趣旨である。
例示として出されている無線LANｶｰﾄﾞについ
ては、認証にあたっては電源設備も含めて
審査することとしており、接続するﾊﾟｿｺﾝの機
種を問わず、認証を取得した際の工事設計
書に記載されている電源の電圧値に変更が
生じないのであれば、改めて認証を取得す
るための申請は必要ないものである。

5021154
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 59 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400082 微弱電波法における放射雑
音許容値の見直し等

z0400083 免許不要の小電力機器への
電波分配の容認

z0400084
2400MHz帯小電力データ通
信システムのスペクトル拡散
率の緩和

z0400085
特定小電力機器に係る技術
基準適合証明の申請単位の
見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5111 5111036 社団法人日本
自動車工業会 11 微弱電波法の放射雑音許容

値について

短期：輸出用のタイヤ空気圧モニターについ
て、国内輸送中は、微弱電波法適用に対し
て柔軟な対応をお願いしたい。
長期：国内市場向けシステムと米国市場向
けシステムの仕様統一ができるように、微弱
電波法の改定の可能性について検討をお願
いしたい。

国内微弱電波法と米国ＦＣＣの放射雑音許
容値に差がある為、
①国内輸送のためだけに、タイヤ空気圧モ
ニターの電波停止を、工場出荷前に行い、
米国到着後に電波の再起動を行う。
②国内市場向けシステムと米国市場向けシ
ステムの仕様統一ができない。

①専用のシステム開発やコスト負担で、アメ
リカメーカーよりも負担となり、競争力も低下
する。
②世界とのハーモナイゼーションを損なう。

微弱電波法 総務省 重点要望項目

5071 5071010 米国 11 免許不要の小電力機器への
電波分配の容認

日本の柔軟な電波配分の政策目標と一貫
する形で、日本政府は小電力機器の免許不
要で電波を使用することを望む企業に時機
を得た客観的で透明な手続き過程を保証す
る措置を、その周波数帯の現在の利用者に
対しても十分な配慮をはかりながら、とること
を提案する。総務省はもし十分なデータがな
い場合、インターフェースを査定するための
更なる検査あるいは試験的プロジェクトを認
めるべきである。

「ｅ－Ｊａｐａｎ II」において日本は電波認証（Ｒ
ＦＩＤ）やワイヤレスＬＡＮなどの台頭しつつあ
る無線技術が「ユビキタスネットワーク社会」
においてそれぞれが特別な役割を担ってい
るであろうことを認識している。日米電気通
信作業部会は両国の経験について見解を交
換し、台頭しつつある先進無線技術の拡大
と利用へ貢献する市場ベースのアプローチ
を認定し、両国の規制過程の相互理解を促
進できる時機を得た機会を提供する。

総務省

5021 5021147
社団法人日本
経済団体連合
会

11
2400MHz帯小電力データ通
信システムのスペクトル拡散
率の緩和【新規】

　2400MHz帯小電力データ通信システムに
おけるスペクトル拡散率を高度小電力デー
タ通信システムと同様の基準（５以上）とす
べきである。

　小電力データ通信システムにおいても、高
度小電力データ通信システムと同様のスペ
クトル拡散率が認められれば、現在の通信
品質を確保したまま通信速度を上げることが
できるとともに、高度小電力データ通信シス
テムの13チャンネルと小電力データ通信シ
ステムの１チャンネルを加えた14のチャンネ
ルを活用することができ、利用者の利便性
が向上する。また、小電力データ通信システ
ムの帯域は電子レンジなど他の機器の影響
を受けにくいことから、混信の低減にも資す
ると考えられる。

無線設備規則第49条の20 総務省

　2471～2497MHｚの周波数を使用する小電
力データ通信システムの無線局におけるス
ペクトル拡散率は10以上とされている。

5021 5021154
社団法人日本
経済団体連合
会

11
特定小電力機器に係る技術
基準適合証明の申請単位の
見直し【新規】

　送受信装置のみの申請を認めるべきであ
る。

　特定小電力機器として認められた条件の
範囲内で電源装置および制御装置を柔軟に
変更することができる。

無線設備規則　第49条の14
特定無線設備の技術基準適
合証明に関する規則　第６条
の２
「特定無線設備の技術基準
適合証明に関する規則第６
条の２等の規定に基づく特定
無線設備の技術基準適合証
明等の簡易な手続」（平成11
年３月５日郵政省告示第170
号）

総務省

　小規模な無線局に使用するための無線設
備であって、総務省令で定めるもの（特定無
線設備）については、電波法に定める技術
基準に適合していることの証明を受けること
になっている。特定小電力機器もその一つで
あり、技術基準適合証明を受けようとする場
合、送受信装置に加えて電源装置および制
御装置も併せて申請しなければならない。ま
た、電源装置および制御装置を変更した場
合は、その変更を申請しなければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 60 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400086 無線局の免許申請手続の緩
和

無線局免許手続規則第３条、
別表第１号の２

　法人が無線局の免許を申請する場合、申
請者はその法人の代表者であり、申請書に
は代表者印の押印が必要（あるいは自筆で
氏名を記入）であるが、委任状または法人の
組織規程等、当該委任関係を示した書類が
提出されていれば、代表者の印や署名を必
要とせずに、代理申請が認められている。

ａ Ⅳ

ａ、対応策及び実施時期→法人が無線局免
許申請を代理申請により行う場合の委任状
等の取り扱いを規定するとともに、当該規定
事項について総合通信局に周知徹底を行
う。実施時期は、平成１５年度中。

回答では、「総合通信局に周知徹底を行う」
とのことだが、どのように周知するのかにつ
いて改めて回答されたい。
（文書により行われるのかという点を確認し
たいという趣旨。）

ａ Ⅳ

　法人が無線局免許申請を代理申請により
行う場合の委任状等の取り扱いを規定する
とともに、当該規定事項について総合通信
局に通達改正により周知徹底を行う。実施
時期は、平成１５年度中。

5021150
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400087
ＷＴＯ政府調達協定の適用対
象機関からのＮＴＴグループ
各社の除外

（ＷＴＯ）政府調達に関する協
定（1996年）

1996年1月1日に発効した世界貿易機関（Ｗ
ＴＯ）「政府調達に関する協定」は、政府機関
等による産品、サービスの調達に、内国民
待遇、内外無差別の原則を適用し、また、政
府調達に手続の透明性を確保することを定
めている。我が国においては、同協定附属
書Ⅰ付表において約束している中央政府機
関、地方政府機関（47都道府県及び12政令
指定都市）、特殊法人及び独立行政法人に
よる調達に同協定が適用される。

－ －

　ＷＴＯ政府調達協定は、公正、公開かつ競
争的な政府調達を促進するための国際ルー
ルである。我が国は、同協定締約国間の権
利及び義務の均衡並びに同協定に定める
相互に合意された適用範囲に基づき、内外
無差別等の原則に則った政府調達を行って
おり、我が国が同協定付表において約束し
ている機関については、同協定を誠実に遵
守している。これらの機関を協定適用機関か
ら除外するためには、同協定に定める手続
により所要の通報を行ったうえで、各締約国
からの異議申立がないことが条件となるもの
であり、我が国の規制改革に対する枠組み
の中で捉えられるものではない。
　なお、我が国は、平成11年7月1日のＮＴＴ
再編に伴い、ＮＴＴの承継会社の1つであるＮ
ＴＴコミュニケーションズ社は同協定の対象
機関としない旨の通報を、同協定の手続に
従ってＷＴＯ政府調達委員会を通じ各締約
国に対して行ったところ、これに対して米国、
ＥＣ、カナダから異議申立が行われた。それ
以降、同社が協定の除外基準を満たしてい
ることについて同委員会や各種協議の場を
通じて重ねて説明を行ってきた結果、米国及
びカナダは異議を撤回したものの、依然ＥＣ
が異議を留保しているところ、ＷＴＯ政府調
達委員会会合等の場で継続的な働きかけを
行っていくこととする。

5021263
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400088 ＮＴＴ法の廃止 日本電信電話株式会社等に
関する法律 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072020 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400089 接続料金に関するLRICモデ
ルの見直し － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072021 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 61 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400086 無線局の免許申請手続の緩
和

z0400087
ＷＴＯ政府調達協定の適用対
象機関からのＮＴＴグループ
各社の除外

z0400088 ＮＴＴ法の廃止

z0400089 接続料金に関するLRICモデ
ルの見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021150
社団法人日本
経済団体連合
会

11 無線局の免許申請手続の緩
和【新規】

　法人の代表者から委任を受けて事業所長
などが代理人となって免許申請する際、委
任関係を示した組織規程等を提出する場合
は、法人の代表者印や署名は不要である旨
を明確にするとともに、各地方総合通信局に
その点を徹底すべきである。

　左記の申請手続が徹底されれば、利用者
ニーズに迅速に対応したサービスや製品の
提供が可能となる。
　なお、企業においては、急激な技術革新や
グローバルな競争に対応すべく、迅速な意
思決定が可能となるよう、現場レベルに権限
を委譲しており、こうした流れにも沿ったもの
となる。

無線免許手続規則第３条、別
表第１号の２ 総務省

　法人が無線局の免許を申請する場合、申
請者はその法人の代表者であり、申請書に
は代表者印の押印が必要（あるいは自筆で
氏名を記入）であるが、委任状または法人の
組織規程等、当該委任関係を示した書類が
提出されていれば、代表者の印や署名を必
要とせずに、代理申請が認められている。

5021 5021263
社団法人日本
経済団体連合
会

11
ＷＴＯ政府調達協定の適用対
象機関からのＮＴＴグループ
各社の除外

　ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ持株会社、ＮＴＴ
東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ）、特に完全な民間企業となっているＮＴ
Ｔコミュニケーションズ社を、政府調達に関す
る協定の適用対象機関から除外すべく必要
な措置を講じるべきである。

　ＮＴＴグループ各社は、通信業界における
グローバルな競争が急速に進展している中
での事業展開を余儀なくされており、また経
営努力により一層の合理化、コストダウンを
求められている。こうしたなか、ＮＴＴグルー
プ各社は、政府調達協定の対象機関とし
て、煩雑な手続きを行うことにより、購入に至
るまで2.4～5.5カ月という長期間を要したり、
海外製品の調達額の集計を求められる等、
多大な負担を強いられている。こうした手続
きは、機動的なビジネスを阻害し、諸外国の
企業に比べて非常に不利な状態となってい
る。
　対象機関から除外されれば、ビジネスの
ニーズに合わせて迅速で柔軟な調達ができ
るようになる。

政府調達に関する協定(1996
年)付属書Ⅰ付表３ 総務省

　ＮＴＴグループ各社は、民営化され市場の
監視を受けているにもかかわらず、「ＷＴＯ政
府調達に関する協定」において、中央政府、
地方政府及び他の特殊法人と並んで同協定
の適用対象機関として定められ、協定で定
める手続きに従って調達手続き法を進める
ことが義務付けられている。
また、わが国は、自主的措置として、政府調
達における供給者の利便性向上等の観点
から、「物品に係わる政府調達手続き」等を
定めており、協定対象機関には、より詳細な
調達手続きが求められている。

5072 5072020 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 ＮＴＴ法の廃止

電気通信規制当局は事業の供給者から完
全に独立し、公正であるべきである。そして
日本市場における競争の促進に専念すべき
である。規制当局は規制（競争、ユニバーサ
ルサービス、ライセンシングの促進）にのみ
関わり、事業者の経営管理に関して干渉し
ない、ということを法的文書に明記すること
が重要である。それゆえ、EUは、電気通信
事業法（適宜改定）に鑑みてユニバーサル
サービスの支配的な供給者に対してあらゆ
る必要な規制管理が行われるべきなので、
NTT法は廃止されなければならず、国家もし
くは公的な株式保有者が通信分野において
他の分野とは異なる扱いを受けてはならな
い、と考える。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

5072 5072021 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 接続料金に関するLRICモデ

ルの見直し

接続料金に関するLRICモデルの適用は、
NTT西日本・東日本の競合他社にとって結
果としてより高いコストにつながるような、通
信量に関係しない要素の不適当な配分を是
正する方向で、見直されるべきである。同様
に、トラフィックの減少によって生ずる収入の
潜在的損失を補填するために確立された清
算メカニズムを撤廃すべきである。NTTの固
定接続料金に関する最近の見直しは、経済
的および規制的観点から、また特に、日本
の規制当局による決定の不公平性に関し
て、深刻な懸念を生み出している。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 62 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400090
接続料に係る長期増分費用
（LRIC）モデルの見直し（NTS
コストの除外）

接続料規則別表

平成１４年９月１３日付け情報通信審議会答
申「長期増分費用モデルの見直しを踏まえ
た接続料算定の在り方について」において、
現行制度を継続し、交換機の費用に含めて
算定することとされた(2003年度及び2004年
度に適用される接続料については、適正か
つ透明な手続きを経た上で、ＮＴＳコストを含
むものとして既に認可済み。)ことを踏まえ、
同内容を省令に規定。

ｂ -

ＮＴＳコストについて、我が国のように接続料
に含めるのか、基本料で回収するのかは、
公共サービスの利用者料金の在り方に関連
することから、各国の事情に即し、政策的に
判断すべきものと考えている。

ＮＴＳコストの回収方法については、確かに
「各国の事情に即し、政策的に判断するべ
き」であるが、他方、環境変化のスピードが
速い電気通信事業分野においては、当該政
策判断についての見直しも不断に行われる
必要があると考えられる。
したがって、平成17年度以降の接続料に係
る検討の際にＮＴＳコストの回収方法につい
ても改めて検討（平成１6年度中に結論）でき
ないか、改めて検討されたい。

ｂ -

前回提出の措置の概要（対応策）の案文の
後に以下を追加する。

なお、本件については、基本料の扱いと併
せて再検討を行い、その結果を平成１７年度
以降の接続料の算定に適切に反映させる予
定である。

5073012 オーストラリア 11

z0400091 東西NTT間での平均システム
の見直し － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072026 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 63 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400090
接続料に係る長期増分費用
（LRIC）モデルの見直し（NTS
コストの除外）

z0400091 東西NTT間での平均システム
の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5073 5073012 オーストラリア 11
接続料に係る長期増分費用
（LRIC）モデルの見直し（NTS
コストの除外）

日本は、接続料が適切なコストに基づいて
算定され、差別のない方法で競争する電気
通信事業者に課されることを確保すべきで
ある。LRICモデルにおいて、NTT東会社と
NTT西会社の接続料の中で多くを占めてい
るNTSコストを接続料の計算から除外すべき
である。

過剰に高い接続料は、依然として日本の電
気通信分野に残る心配事である。日本の接
続料は、日本の電気通信市場には規制され
た卸売り接続料というものがないので高額で
ある。その結果、事業者は他の事業者から
小売りベースでの容量の購入を余儀なくされ
ている。その上、接続料は世界水準を遥か
に上回っている。現在の料金は効率の良い
費用モデルを基準にすると正当とは認めら
れない。
我々は、WTOの義務に関して、日本の過剰
に高い接続料を懸念している。1997年に、日
本は電気通信基本サービスについてのWTO
のリファレンス・ペーパーに含まれた規制原
則に従うことに合意している。リファレンス・
ペーパーの第2.2項は、主な供給事業者との
接続は、透明性があり、無差別かつ合理的
な、コストに基づいた料金で行わなければな
らないとしている。
情報通信審議会は、昨年長期増分費用
(LRIC)モデルの見直しを行ったが、その結
果、2003年度と2004年度に適応される平均
接続料が約5%上がった。また、情報通信審
議会が、NTT東会社とNTT西会社間の競争
を促進させるために､夫々のコストに基づく異
なった接続料を適応すべきであるとした以前
の提言にも拘わらず、総務省は市場を支配
する両社に対し同じ接続料を導入することを
決めた。総務省は、ユニバーサル　サービス
として国民に等しく電気通信サービスを提供
すべきであると主張している。これらの動き
は電気通信産業の競争を促進させる日本の
政策を逆行させるものである。

総務省

5072 5072026 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 東西NTT間での平均システム

の見直し

ユニバーサルサービスは、通常の商慣習に
よって網羅されないコストに対応するため
に、必要に応じてのみ実施されるべきであ
る。日本国内における単一料金設定の目的
は、ユニバーサルサービス基金の確立に
よって達成されるべきであり、特に、透明性、
非差別および競争的中立の原則を充足しな
ければならない。国内に（収益の少ない地域
も含む）単一料金を確保するためのユニ
バーサルサービスを提供するためのコスト
は、それよりもLRICに基づくべきであり、ユニ
バーサルサービスを提供する上での便益
（ネットワーク外部性、ブランド名およびプレ
ゼンス）は、費用の計算に十分考慮されるべ
きである。現行の東西NTT間での平均システ
ムは、そのことがNTT東日本とNTT西日本間
での内部補助につながることから憂慮すべ
き事柄である。NTT東日本とNTT西日本は組
織的には分離しており、原則的には、妥当な
会計分離を確保するために、競争的な保護
を課すことによってそのような慣習に参画す
ることが妨げられているにもかかわらずであ
る。その結果、接続料金はもはやコスト指向
ではなくなっている。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 64 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400092 第Ⅰ種指定事業者の卸およ
び小売料金告知要件の存続 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072025 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400093 端末設備の接続の技術的条
件の廃止

改正電気通信事業法第52条
改正電気通信事業法第69条

　端末設備の利用者が、その端末設備を電
気通信事業者の設備に接続するためには、
当該電気通信事業者の接続の検査を受け
た後、接続し使用することが原則である。た
だし、その端末設備が、当該電気通信事業
者が総務大臣の認可を受けて定める技術的
条件に適合している場合は、接続の検査を
行うことなく、利用者は接続し、使用すること
ができる。

ｄ -

　技術的条件の認可は、電気通信事業者の
申請を受け、当該電気通信事業者設備を損
傷防止等の観点から審査し、判断するもの
であるが、認可申請するかどうかは電気通
信事業者の任意である。従って、電気通信
事業者が、「既存の技術基準で担保できな
い条件については、民間の任意規格に委
ね」たいとの観点から、技術的条件としての
認可は不要と判断し、申請を行わないことと
することも制度上は可能。その場合、端末設
備を接続するに当たり、当該電気通信事業
者による接続の検査が必要となる。

　

回答では、現行制度で対応可能とのことだ
が、要望の趣旨は、そもそも「技術的条件」
は、既に存在意義を失っていることから撤廃
すべきというもの（新サービスを機能させる
ためには、技術基準はもちろんのこと、他の
技術的事項についても事前に電気通信事業
者と端末設備メーカーとの間で確認をしてい
る。）であるから、この点を踏まえ、改めて回
答されたい。

C Ⅰ

　そもそも、技術的条件を認可事項としてい
るのは、その技術的条件について、端末機
器メーカ等多数の利害関係人が存在する場
合、電気通信事業者が特定の端末機器メー
カとの間で恣意的に技術的条件を定め、端
末機器の市場への供給における公正競争を
損なうことを防止するためである。なお、技
術的条件は、特定の電気通信事業者が、先
行的で過渡的な技術を用いた端末機器によ
りサービス提供する際に定めるもの。他方、
技術基準は、多数の電気通信事業者に共通
する基準として普及・定着することが見込ま
れるものを定めている。技術基準の策定に
は、審議会への諮問を行う等により、数ヶ月
の期間を要する。他方、技術的条件は、特
定の事業者に係る基準であることから、総務
大臣の認可を受けて柔軟に定められるもの
であり、策定に係る期間は、技術基準の場
合に比して、短期間である。このメリットを生
かし、特定の事業者が、先行的な技術を用
いたサービスを迅速に展開することを可能と
する制度として、技術的条件の制度は、存続
意義を有するものである。

5021156
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400094
電気通信機器の技術基準適
合認証に係る検査記録の作
成・保存義務の撤廃

改正電気通信事業法第５7条
第２項
改正電波法第３８条の25第２
項

認証取扱業者は、その取り扱う端末機器／
特定無線設備が設計／工事設計に合致す
ることを設計認証／工事設計認証を受けた
確認の方法に基づき検査し、その検査記録
を作成、保存しなければならない。

Ｃ Ⅰ

（措置不可能）
今回の電気通信事業法等の改正により、技
術基準に適合しない機器が製造等される事
態が生じた場合には、消費者保護の観点か
ら、製造業者等に対して回収等を命じる妨害
防止命令／妨害等防止命令等の必要な措
置を講ずることとしており、検査記録につい
ては、製造された機器の技術基準への適合
性に疑義が生じた場合に、検査の実施及び
その適切性について事後的に検証を行うの
に必要なため、その作成及び保存を義務づ
けているものである。

平成１６年１月２６日に改正電気通信事業法
／改正電波法施行予定

回答では、｢検査記録については、製造され
た機器の技術基準への適合性に疑義が生
じた場合に、検査の実施及びその適切性に
ついて事後的に検証を行うのに必要なた
め、その作成及び保存を義務づけているも
のである｣とあるが、検査記録の作成・保存
を義務づけなくとも、設計認証の審査のため
に認証機関に提出する確認方法書（当該機
器がその設計に合致することの確認の方法
に係る事項等を記載した書類。設計合致義
務を履行するために必要な機器の検査手
順、検査に必要な測定器に関するものを含
む）を活用することによって、当該機器の技
術基準への適合性について検証は可能と考
える。
この点を踏まえ改めて検討されたい。

Ｃ Ⅰ

今回の電気通信事業法／電波法改正に伴
い、技術基準不適合機器が発生した場合に
は、消費者保護の観点から、製造業者等に
対し、総務大臣は不適合機器の市場からの
回収等の妨害防止命令／妨害等防止命令
を発動することができることとなっている。こ
の妨害防止命令／妨害等防止命令を発動
するためには、製造業者等への立入検査等
を行い、迅速に発生原因を究明することが
必要であるが、製造業者等において個々の
製品の検査記録が保存されていなければ、
迅速な原因究明が不可能となり、消費者が
安心して端末機器を利用できる環境／無線
設備を利用できる電波利用環境の維持に影
響を及ぼすことから、製造業者等にも責任を
もって個々の製品の検査記録の作成・保存
を求めているものでる。

5021159
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 65 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400092 第Ⅰ種指定事業者の卸およ
び小売料金告知要件の存続

z0400093 端末設備の接続の技術的条
件の廃止

z0400094
電気通信機器の技術基準適
合認証に係る検査記録の作
成・保存義務の撤廃

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072025 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 第Ⅰ種指定事業者の卸およ

び小売料金告知要件の存続

市場において重要な力をもち、かつ／あるい
は基本的設備を管理する事業者に対して
は、卸しおよび小売料金告知要件を存続す
べきである。最近のＴＢＬ改正は、第Ｉ種指定
事業者が卸しおよび小売料金を告知する義
務を撤廃したことによって、規制当局が、支
配的事業者の料金行為を監視し、略奪的料
金行為を行うことのないよう確保することを
妨げるものである。日本の新たな改正枠組
みにしたがって、第Ｉ種指定事業者は、こうし
て例えば、選択的に競合他社に損害を与え
るために、値引きをしたり、あるいは料金圧
縮戦略をとったりすることができるのである。
料金告知と会計分離の義務は、非支配的事
業者も含むあらゆる事業者の「ユニバーサ
ルサービス」として分類されるサービスに対
して、継続して適用されるもの、とEUは理解
している。非対称規制および比例の原則に
沿って、非支配的事業者もしくはユニバーサ
ルサービス提供者として選ばれていない事
業者には、これらの義務が撤廃されるべきで
ある、とEUは考える。なぜなら、そのことが、
これらの事業者が指定事業者と有効的に競
争する能力に影響を与え、不当なコストの発
生を招くからである。また、このことは公正か
つ効果的な競争環境を損なうような不必要
な手続きをも巻き込むものである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

5021 5021156
社団法人日本
経済団体連合
会

11 端末設備の接続の技術的条
件の廃止【新規】

　技術的条件を廃止し、既存の技術基準で
担保できない条件については、民間の任意
規格に委ねるべきである。

　民間の任意規格に委ねることによって端末
設備の円滑な接続が可能となる。

電気通信事業法第49条（改
正後第52条） 総務省

　電気通信事業者は、利用者から端末設備
をその電気通信回線設備に接続すべき旨の
請求を受けたときは、その接続が総務省令
で定める技術基準に適合しない場合などを
除き、その請求を拒むことができない。この
場合、技術基準には、電気通信事業者が総
務大臣の認可を受けて定める技術的条件が
含まれる。

5021 5021159
社団法人日本
経済団体連合
会

11

電気通信機器の技術基準適
合認証に係る検査記録の作
成・保存義務の
撤廃【新規】

　技術基準適合認証に係る検査記録の作
成・保存義務を撤廃すべきである。

　電気通信事業法および電波法の改正前に
おいては、左記のような義務は課されておら
ず、製品コストの上昇につながる恐れがあ
る。

電気通信事業法（改正後）第
57条
電波法（改正後）第38条の25

総務省

　端末機器について登録認定機関から設計
認証を受けた製造業者等は、設計認証に係
る確認方法に従い、当該端末機器について
検査を行い、総務省令で定めた検査記録を
作成し、保存しなければならない。また、特
定無線設備について登録証明機関から工事
設計認証を受けた製造業者等は、工事設計
認証に係る確認方法に従い、当該特定無線
設備について検査を行い、総務省令で定め
た検査記録を作成し、保存しなければならな
い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 66 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400095 電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善

改正電気通信事業法第６３条
改正電波法第３８条の３３

製造業者又は輸入業者は、技術基準適合
自己確認をしたときは、技術基準適合自己
確認を行った特定端末機器／特別特定無線
設備の種別、設計／工事設計確認の方法
等、総務省令で定める事項を総務大臣に届
け出ることができる。

Ｃ Ⅰ

（措置不可能）
技術基準適合自己確認の届出を行った者
は、その旨の表示／適合表示無線設備とし
ての表示を端末機器／無線設備に貼付する
ことができ、この表示を付することにより、適
正な手続を経て技術基準への適合性が確
認されたことが特定及び識別可能となり、こ
の表示が貼付された端末機器については／
無線設備のみを使用する無線局について
は、電気通信事業法の特例措置／電波法
の免許制度の特例措置として、電気通信事
業者の電気通信回線設備への接続検査不
要等／免許不要等の適用が可能となる。
このように表示には、端末機器／無線設備
に電気通信事業法／電波法上の特例措置
が与えられていることを識別するための重要
な意味があり、紛らわしい表示等を付した場
合は罰則が適用される。したがって、この表
示を付することができる者を法律的に区別
するためには、最低限、届出制度によって国
が予め把握しておく必要がある。

平成１６年１月２６日に改正電気通信事業法
／改正電波法施行予定

①回答では、特定端末機器について、技術
基準適合自己確認を行ったことの表示には｢
電気通信事業者の電気通信回線設備への
接続検査不要｣等の特例措置が与えられて
いることを識別するという重要な意味がある
とのことだが、接続検査を行う主体は国では
なく、電気通信事業者であり、技術基準適合
自己確認を行った者および当該端末機器を
｢届出制度によって国が予め把握しておく必
要がある｣とは考えられない。
この点を踏まえ、改めて検討されたい。

②特別特定無線設備については、空中線電
力が0.01W以下等であって、技術基準への
適合表示が付された無線設備のみを使用す
る場合は免許不要という効果を受けることに
なるが、そのような無線局の識別は、届出制
度に基づく表示に拠らずとも、別の手段（取
扱説明書や製造業者等による情報公開な
ど）に拠っても可能であると考える。
この点を踏まえ、改めて検討されたい。

Ｃ Ⅰ

【①について】　電気通信事業法の特例措置
を与えられる機器は、設計合致義務等を負
うものであるが、仮に、同義務等に違反した
技術基準不適合機器が市場に供給された
場合においては、国は必要に応じて回収命
令等の事後措置を講じることが必要となる。
その場合の事後措置を迅速に行うために必
要な情報について、国は予め届出により把
握しておく必要がある。
【②について】技術基準適合自己確認の届
出を行った者は、適合表示無線設備として
の「表示」を無線設備に貼付することができ
る制度であり、届け出られた情報は、無線局
の免許不要又は簡易な免許手続の適用の
可否の判断を行ったり、消費者保護の観点
から基準不適合機器が確認された場合に当
該機器の製造業者、機種等を迅速に特定す
るために必要であることから、届出を行った
者の名称、機器の種別及び主な諸元、並び
に検証結果の概要など、必要最小限の情報
を求めているものである。
また、「届出制度に基づく表示に拠らずとも、
取扱説明書や製造業者等による情報公開な
どに拠っても可能」とあるが、消費者保護の
観点から自己確認を行った事実に関する情
報は国からも消費者に提供することにより、
消費者が安心して利用できる無線設備に関
する情報の提供が求められていることから、
届出を求めているものである。

5021157
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400095

（上記の続き）

電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善

5021157
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z0400096
電気通信事業者と外国政府
等との協定等の認可制の廃
止

電気通信事業法第４０条

　第一種電気通信事業者及び特別第二種
電気通信事業者は、外国政府又は外国法
人等との間で電気通信業務に関する協定又
は契約であって総務省令で定める重要な事
項を内容とするものを締結、変更、廃止する
場合、認可を受けなければならない。

Ｃ Ⅰ

　わが国の通信事業者が、国際通信サービ
スに関して外国政府・企業との間で締結する
協定は、その内容如何が結果として、わが
国の利用者の利益にも影響を与えるもので
あることから、「国際計算料金」など重要な事
項に限って認可により審査しているところ。
　したがって、当該認可制度そのものを廃止
することはできない。
　しかしながら、国際計算料金の引下げなど
わが国の利用者の利益に与える影響が少な
いと考えられる協定又は契約については、
認可対象から外すことを現在検討しており、
平成１６年度中の措置を予定しているとこ
ろ。

5021144
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 67 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400095 電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善

z0400095

（上記の続き）

電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善

z0400096
電気通信事業者と外国政府
等との協定等の認可制の廃
止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021157
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善【新
規】

　届出を不要とすべきである。

　総務省「端末機器及び特定無線設備の基
準認証制度に関する研究会」報告書（平成
14年12月16日）では、無線局の簡易な免許
手続等の適用の可否の判断や電気通信機
器に異常があった際の当該機器の製造業者
等の特定などにあたって届出（ファイリング）
情報が必要としている。しかしながら、届出
を不要としても、例えば、免許申請時に技術
基準適合手続を経たか否かを確認するこ
と、また、不適合機器等から製造業者等を特
定すること、などは可能であると考えられる。
なお、自己確認を行った製造業者等が試験
や検査の結果を保存しておくことは当然であ
るが、それは、あくまで自己責任に基づき行
うべきものであると考える。

電気通信事業法（改正後）第
63条、第64条、第65条
電波法（改正後）第38条の
33、第38条の34、第38条の35

総務省

　端末機器のうち、電気通信回線設備を利
用する他の利用者の通信に著しく妨害を与
える恐れが少ないものとして総務省令で定
める特定端末機器については、その設計が
技術基準に適合することを製造業者等が自
ら確認することができる。当該製造業者等は
設計に合致することの確認方法等を総務大
臣に届け出ることができ、その確認方法に従
い検査を行い、総務省令で定める検査記録
を作成し、保存する義務を履行したときは、
総務省令で定める表示を付することができ
る。

5021 5021157
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

電気通信機器の技術基準適
合自己確認制度の改善【新
規】

総務省

（上記の続き）

また、特定無線設備（小規模な無線局に使
用するための無線設備であって、総務省令
で定めるもの）のうち、他の無線局の運用を
著しく阻害するような混信その他の妨害を与
える恐れが少ないものとして総務省令で定
める特別特定無線設備については、その工
事設計が技術基準に適合することを製造業
者等が自ら確認することができる。当該製造
業者等は工事設計に合致することの確認方
法等を総務大臣に届け出ることができ、その
確認方法に従い検査を行い、総務省令で定
める検査記録を作成し、保存する義務を履
行したときは、総務省令で定める表示を付す
ることができる。

5021 5021144
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電気通信事業者と外国政府
等との協定等の認可制の廃
止

　規制改革推進３か年計画（再改定）[平成
15年３月28日閣議決定]では、「総務大臣の
認可の対象となる事項の範囲の見直しにつ
いて検討する（平成15年度検討・結論）」と
なっているが、認可対象範囲の見直しに止
まらず、認可制そのものを廃止すべきであ
る。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する
各省庁からの再回答について」（平成15年８
月11日　総合規制改革会議）では、わが国
の利用者の利益にも影響を与えることから
認可制を維持することとされているが、そも
そも事業者は、利用者の利益、ひいては自
らの利益が見込めない契約は締結しないは
ずであり、また、規制対象外となっている音
声伝送役務以外の外国政府等との協定等
について、特段の問題も発生していないこと
から、認可制を廃止して事業者の自主判断
に委ねても支障はないと考える。

電気通信事業法第40条
電気通信事業法施行規則第
26条、27条

総務省

　第一種電気通信事業者および特別第二種
電気通信事業者（＊ 改正法では、電気通信
事業者）は、外国政府または外国人もしくは
外国法人との間に電気通信業務に関する協
定または契約等を締結等する場合、総務大
臣の認可を受けなければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 68 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400097
電気通信端末機器の技術基
準適合認証の一部変更範囲
の見直し

認証を受けようとする端末機
器に係る手数料が減額される
場合において当該端末機器
が認証を受けた設計に基づく
端末機器と異なる部分（平成
１１年郵政省告示第１６６号）

  既に認証を受けた端末機器の設計と重要
な部分において異ならない構造、機能等を
有するものの範囲を定め、その範囲内の変
更（一部変更）であれば、認証に係る手数料
を減額する措置を講ずることとしている。

ａ Ⅲ

　現在、認証は、国の事務代行性を有する
機関が行っており、一部変更範囲について
は、総務大臣が認証を行う場合の手数料の
減額措置との関連で告示において規定して
いる。しかしながら、今般の基準認証制度の
改正により、認証は国の事務代行性のない
民間において実施することとしたことから、
国が行う場合の手数料に係る規定は廃止す
ることとしており、一部変更範囲の規定がな
くなることとなる。今後は、構造や機能の変
更に伴う技術基準への適合性については、
民間の認証機関、製造業者等において、基
準認証制度の趣旨を踏まえ、適宜・適切に
確認することが必要となる。

回答では、｢今後は、構造や機能の変更に伴
う技術基準への適合性については、民間の
認証機関、製造業者等において、基準認証
制度の趣旨を踏まえ、適宜・適切に確認する
ことが必要となる｣とあるが、これは民間の認
証機関や製造業者等が任意に一部変更の
範囲(設計認証および型式認定を受けた端
末機器と重要な部分において異ならない構
造、機能を有する端末機器）を定めて構わな
いとの趣旨か否か確認したい。
仮に、任意に一部変更の範囲を定めて良い
という趣旨である場合、民間の認証機関によ
る認証や製造業者等による自己確認が｢適
宜・適切｣か否かについても、行政は関与し
ないという理解で良いか確認したい。

ｄ －

重要な構造や機能等の変更の範囲につい
ては、まずは、民間の認証機関、製造業者
等が判断するものとなる。ただし、仮に、技
術基準への不適合機器が流通し、事後措置
を講じる必要が生じた場合には、同一とする
設計を単位として、その内容等について、国
が関与し、適切性等を判断することとなるも
のと考える。

5021155
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400098 電気通信分野における競合
事業者への規制緩和 － －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071001 米国 11

z0400099 携帯着信料金に係る競争環
境の整備 － －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071005 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 69 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400097
電気通信端末機器の技術基
準適合認証の一部変更範囲
の見直し

z0400098 電気通信分野における競合
事業者への規制緩和

z0400099 携帯着信料金に係る競争環
境の整備

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021155
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電気通信端末機器の技術基
準適合認証の一部変更範囲
の見直し【新規】

　「回路又はプログラム」の変更（重要な部分
の変更は新たな認証の申請が必要）は一部
変更の対象となっているが、ごく軽微な変更
は一部変更認証を不要とすべきである。

　例えば、回路に使用している部品の生産
中止に伴う代替品への切替えであって、回
路の電流、抵抗値等が変わらない場合や、
CPU（中央演算処理装置)のクロック数、メモ
リーの容量等の変更であって、通信機能に
影響を与えない場合などについては、一部
変更認証を不要とすることにより、速やかに
製品をユーザーに提供することができる。

「認証を受けようとする端末
機器に係る手数料が減額さ
れる場合において当該端末
機器が認証を受けた設計に
基づく端末機器と異なる部分
を定める件」（平成11年３月５
日郵政省告示第166号）

総務省

　設計認証および型式認定を受けた端末機
器と重要な部分において異ならない構造、
機能を有する端末機器の設計について、技
術基準適合の認証を受けようとする場合（一
部変更認証を受けようとする場合）、手数料
が減額される。この場合、「重要な部分にお
いて異ならない構造、機能を有する端末機
器」の範囲は、既に認証等を受けた端末機
器と異なってよい部分（一部変更範囲）を端
末機器の種類ごとに告示で規定することに
よって明らかにされている。

5071 5071001 米国 11 電気通信／競合事業者への
規制緩和

総務省が競争的市場において非支配的事
業者のために以下の措置を取ることを米国
は提言する。
①電気通信サービス提供者によるいかなる
申請も義務づけない分類免許を与える。
②約款認可義務をインターネット上の告示に
変え、総務省の事前手続きを撤廃する。
③契約サービスについては、全ての許可、
届け出義務を撤廃する。
④相互接続、委託及びその他の競合事業者
間の事業取り決めについては、全ての許
可、届け出義務を撤廃する。
⑤固定系サービスプロバイダーの最初の免
許取得については、サービスの一般的範囲
やネットワークの説明を超えた詳細なコスト
の理由付け、経理の推測やネットワーク計
画情報を提供する義務を撤廃する。
⑥固定系サービスプロバイダーのネットワー
クの拡大については、全ての認可手続きを
撤廃し、一般的な短い説明を求める届け出
義務に限定する。
⑦事業者に対して、サービスを提供するため
に波長ベースのＩＲＵ（無効にできない使用権
利）を獲得し、使用することを許す。

昨年始まった改革を基に、総務省は事業者
がビジネスに必要なコストを減らし、顧客が
求めるサービスをより迅速に提供することを
可能にする不必要な規制の排除への法的
基盤を確立した。総務省がこの規制緩和を
実行するために左記の措置をとることを提言
する

総務省

5071 5071005 米国 11 電気通信／携帯着信料金に
係る競争環境の整備

米国は日本が以下の措置をとることを提言
する。
①支配的な無線ネットワークへの競争的な
接続料金を保証する日本の電気通信事業
法とその２００２年の日本の関与に従い、携
帯無線着信料金がコストに基づいて設定さ
れているかを評価する客観的で透明な方法
を整備し、交渉が失敗した場合仲裁を求めら
れるようにしておく。
②携帯事業者との相互接続を固定事業者
が求める場合、携帯事業者が小売料金を設
定している惰性的な権利を排除することに
よって競争的中立性を整備する。

ボトルネック設備への競合事業者のアクセス
は日本政府の主要目標である施設ベース及
びサービスベース競争促進のために必要不
可欠なものである。２００３年７月に出された
「ＩＰ化等に対応した電気通信分野の競争評
価手法に関する研究会」の提言にあるとお
り、総務省は変化しつつある市場において
競争政策の見直しの必要性を認識してい
る。この状況に鑑み、日本が電気通信のた
めの競争的環境を改善するための具体的な
措置をとることができると米国が信じる分野
を引き続き確認していく。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 70 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400100
電気通信分野における固定
系相互接続に係る接続料金
設定過程の改革

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071004 米国 11

z0400100

（上記の続き）

電気通信分野における固定
系相互接続に係る接続料金
設定過程の改革

5071004 米国 12

z0400101
電気通信分野においてサー
ビスの質における非差別の
確立

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071006 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 71 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400100
電気通信分野における固定
系相互接続に係る接続料金
設定過程の改革

z0400100

（上記の続き）

電気通信分野における固定
系相互接続に係る接続料金
設定過程の改革

z0400101
電気通信分野においてサー
ビスの質における非差別の
確立

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071004 米国 11
電気通信／固定系相互接続
における接続料金設定過程
の改革

総務省が（専権事項だとして）最近長期増分費用
方式（ＬＲＩＣ）の実行方法を変えたため、接続料金
が大幅に値上がりし、新規参入者のＮＴＴグループ
会社と競争する力が深刻に侵食されることが予測
される。効率的な競争を確保するに料金設定過程
を改革することは外資系及び国内の全ての競争
事業者にとって重要な優先問題である。特に、米
国は総務省が以下の措置をとることを提言する。
①２００３年度からの従量接続料金からどのように
ＮＴＳコストを排除するかを決定するために、全て
の利害関係者のコメント及び見解に公開する形
で、接続料金とその体系の一般による見直しを実
行する。
②何らかの新しい制度を導入する前に、ＮＴＴ東西
が既存の月額料金によってＮＴＳコストを吸収でき
るかどうかを客観的に評価することを開始し結論
を出す。
③ＮＴＴ東西に対して透明で公的に立証できる方
法で以下の項目を文書で証明させる：
　1)正確にどのコストが月額の加入者線料金から
回収されているのか。
　2)それらのコストがどのように認定され、異なる
サービス間（ＩＳＤＮ，ＤＳＬ、専用線等）でどのように
配分されているのか。
　3)すでに施設設置負担金や減価償却料金や利
用可能な利益マージンで回収されているこれらの
コスト回収の前提はなにか。

ボトルネック設備への競合事業者のアクセス
は日本政府の主要目標である施設ベース及
びサービスベース競争促進のために必要不
可欠なものである。２００３年７月に出された
「ＩＰ化等に対応した電気通信分野の競争評
価手法に関する研究会」の提言にあるとお
り、総務省は変化しつつある市場において
競争政策の見直しの必要性を認識してい
る。この状況に鑑み、日本が電気通信のた
めの競争的環境を改善するための具体的な
措置をとることができると米国が信じる分野
を引き続き確認していく。

総務省

5071 5071004 米国 12

（上記の続き）

電気通信／固定系相互接続
における接続料金設定過程
の改革

（上記の続き）

④トラヒックデータが料金精算をすべきと示す場
合、清算を行う前に以下の措置をとる：
　1)そのようなデータを独立的に監査し、その評価
方法を公的に文書で提出し、公表しコメントを募集
する。
　2)トラヒックデータの入力値の変化と共に、機器
単価などの他の入力値も提供させ変更前の全て
の変化を盛り込む機会を与える。
　3)ＩＰ電話への移行や他の先進技術サービスなど
の変化によって影響を受ける全てのネットワーク
費用計算に、そのような新しいサービスの成長を
助けているネットワーク要素からＮＴＴが得ている
追加的な収入を考慮する。
⑤ＮＴＴ東西に対してそれぞれの地域におけるコス
トの違いを考慮して、コストに基づく接続料金をそ
れぞれに設定させる。地域事業者間で接続料金に
違いをもたせる際には反競争的な価格圧縮の危
険（及びそれを防止する措置）を検討する。
⑥広範囲なネットワークアクセス機能へのビル･ア
ンド･キープ コスト回収方法への移行を検討する。
⑦ＮＴＴ東西間の相互補助の源として接続料金収
入を利用する現在の体系を廃止し、そのような補
助が競争的に中立なユニバーサル・サービス基金
によって補助されるようにする。
⑧支配的事業者の市場力を考慮して、ＩＰ電話を提
供する事業者間同様、アナログとＩＰベースの音声
電話ネットワーク間の接続協議に関する紛争を解
決するために事業者が電気通信紛争処理委員会
に助けを求められるよう確約する。

総務省

5071 5071006 米国 11 電気通信／サービスの質に
おける非差別の確立

サービスの質における非差別：アンバンドル
化が求められる施設においては、日本がＮＴ
Ｔ東西に対して以下の措置をとることを要求
するよう米国は提言する：
II-D-1.  ＮＴＴ東西がサービスの混乱や質の
悪化へ対応しなければならない期間中、小
売顧客へ提供されているものと同様のサー
ビス水準合意（ＳＬＡ）をその接続約款に盛り
込むことを義務づけるべきである。
II-D-2.  卸売り顧客に対して施設への合理
的なアクセスとともに、その施設を自ら保守
する選択肢を与える。

ボトルネック設備への競合事業者のアクセス
は日本政府の主要目標である施設ベース及
びサービスベース競争促進のために必要不
可欠なものである。２００３年７月に出された
「ＩＰ化等に対応した電気通信分野の競争評
価手法に関する研究会」の提言にあるとお
り、総務省は変化しつつある市場において
競争政策の見直しの必要性を認識してい
る。この状況に鑑み、日本が電気通信のた
めの競争的環境を改善するための具体的な
措置をとることができると米国が信じる分野
を引き続き確認していく。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 72 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400102
電気通信分野における透明
性の促進及び規制独立性の
強化

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071002 米国 11

z0400102

（上記の続き）

電気通信分野における透明
性の促進及び規制独立性の
強化

5071002 米国 12

z0400103

電気通信における支配的事
業者による公的ネットワーク
に敷設されたインターフェー
スへの管理濫用に対する
セーフガードの確立

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071007 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 73 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400102
電気通信分野における透明
性の促進及び規制独立性の
強化

z0400102

（上記の続き）

電気通信分野における透明
性の促進及び規制独立性の
強化

z0400103

電気通信における支配的事
業者による公的ネットワーク
に敷設されたインターフェー
スへの管理濫用に対する
セーフガードの確立

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071002 米国 11 電気通信／透明性の促進及
び規制独立性の強化

総務省及びその前身である郵政省は長い間
規制決定過程を既得権者の影響から守るこ
との困難を経験してきた。新規参入者の犠
牲を基に、政府との結びつきの歴史を持つ
大会社へ恩恵をもたらすという最近の決定
は規制の独立とアカウンタビリティ（説明責
任）を支持する措置の大きな必要性を証明し
ている。規制の独立性と透明性を強化する
ために米国は以下の措置を日本がとること
を提言する：
①規制機能を直接的な政治のコントロール
を受けている省庁の権限から離し、完全なる
独立機関へ移行する。
②ＮＴＴ株の日本政府保有要件や外国資
本、管理役割の制限をなくす。
③事業計画や人事決定を含むＮＴＴの経営
運営に対する省庁の干渉を排除する。
④反競争的行為を処罰するための意味ある
制裁当局（罰金徴収、被害の支払命令、免
許の差し止め等）を確立し、利用する。
⑤これらの目的のために、以下を含める中
期的措置をとる：
　1)紛争処理行為の透明性を最大化するな
ど、日本の電気通信事業紛争処理委員会の
運営及びその実行力を強化する。
　2)特定の電気通信事業者と何らかの金銭
的結びつきのある職員がその事業者の競争
的立場に影響を与える決定においていかな
る役割も担わないことを確約する基準を公
表する。
　3)規制案件においてなんらかの役割を持
つ総務省幹部職員にかれらの規制管轄下
にある会社との関係を示す金銭面での宣誓
供述書を提出させる。

昨年始まった改革を基に、総務省は事業者
がビジネスに必要なコストを減らし、顧客が
求めるサービスをより迅速に提供することを
可能にする不必要な規制の排除への法的
基盤を確立した。総務省がこの規制緩和を
実行するために左記の措置をとることを提言
する。

総務省

5071 5071002 米国 12

（上記の続き）

電気通信／透明性の促進及
び規制独立性の強化

（上記の続き）

⑥更なる規制のアカウンタビリティの育成のため
に、規制決定の再考及び司法によるチェックを可
能とする具体的な措置をとり、規制当局者と裁判
所が合理的な時間の枠組みの中で効果的にその
ような案件を採り上げられるようにすることを保証
する。特に、
　1)規制当局者の判断や決定によって圧迫を受け
たいかなる人もその決定を再考するように請願で
きる透明な手続きを採用し公表する。
　2)規制当局者の判断や決定によって圧迫を受け
たいかなる人もその決定を司法チェックにかけるよ
う求められる透明な手続きを採用し公表する。
　3)判断や決定の基となる公的記録全てを入手可
能とし、特別な利害が規制過程に優先的に入り込
まないようする透明な手続きを採用し公表する。
　4)総務省主催の研究会の人選プロセスをオープ
ンにして、全ての利害関係者が参加できる機会を
与えられるようにする。

総務省

5071 5071007 米国 11

電気通信／支配的事業者に
よる公的ネットワークに敷設
されたインターフェースへの
管理濫用に対するセーフガー
ドの確立

日本政府は端末装置市場における競争を保
証する目的と一貫する形で、１９９０年のネッ
トワーク回線端末装置（ＮＣＴＥ）合意を整備
することを提案されている。その際、支配的
事業者による公的ネットワークに敷設された
インターフェースへの管理濫用に対するセー
フガードを含めるべきである。

ボトルネック設備への競合事業者のアクセス
は日本政府の主要目標である施設ベース及
びサービスベース競争促進のために必要不
可欠なものである。２００３年７月に出された
「ＩＰ化等に対応した電気通信分野の競争評
価手法に関する研究会」の提言にあるとお
り、総務省は変化しつつある市場において
競争政策の見直しの必要性を認識してい
る。この状況に鑑み、日本が電気通信のた
めの競争的環境を改善するための具体的な
措置をとることができると米国が信じる分野
を引き続き確認していく。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 74 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400104
電気通信分野における支配
的事業者規制及び競争セー
フガードの確立

－ －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5071003 米国 11

z0400104

（上記の続き）

電気通信分野における支配
的事業者規制及び競争セー
フガードの確立

5071003 米国 12

z0400105 電気通信サービスの技術的
に中立な規制枠組みの確立 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072022 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 75 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400104
電気通信分野における支配
的事業者規制及び競争セー
フガードの確立

z0400104

（上記の続き）

電気通信分野における支配
的事業者規制及び競争セー
フガードの確立

z0400105 電気通信サービスの技術的
に中立な規制枠組みの確立

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071003 米国 11
電気通信／支配的事業者規
制及び競争セーフガードの確
立

米国政府は、改正された電気通信事業法に
基づく規則と省令が日本市場において支配
的な地位を保持する事業者に特に義務を保
持させ、適切な組織にこれらの義務を執行さ
せる権威を与えることを提言する。特に、米
国は 日本が以下の措置をとることを提言す
る。
①電柱、管路、とう道、線路敷設権への非差
別的なコストベースのアクセスを法律あるい
は規則において保証し、それらのアクセスに
透明な価格設定方法を適用する。
②データサービス同様音声サービスについ
ても支配的供給者による価格設定の濫用を
評価する方法を確立する（例：インピュテー
ションテスト）。
③ＮＴＴ東西が新しい種類のサービスへ業務
拡大する際のパラメターを遵守しているかの
毎年の検査の中で、ネットワークアクセス及
び競争事業者への扱いに関する十分なデー
タを公表する。
④競争事業者によって利用されている専用
線が合理的で競争的な価格によって提供さ
れているかを評価するために公表された情
報に基づく透明な措置を確立する。

ボトルネック設備への競合事業者のアクセス
は日本政府の主要目標である施設ベース及
びサービスベース競争促進のために必要不
可欠なものである。２００３年７月に出された
「ＩＰ化等に対応した電気通信分野の競争評
価手法に関する研究会」の提言にあるとお
り、総務省は変化しつつある市場において
競争政策の見直しの必要性を認識してい
る。この状況に鑑み、日本が電気通信のた
めの競争的環境を改善するための具体的な
措置をとることができると米国が信じる分野
を引き続き確認していく。

総務省

5071 5071003 米国 12

（上記の続き）

電気通信／支配的事業者規
制及び競争セーフガードの確
立

（上記の続き）

⑤支配的事業者が、規制を受けていない
サービスを補填するために、規制を受けてい
るサービスからの収入を反競争的に利用す
ることがないよう規則を設ける（例えば、関係
会社との分離取り引きルール)。
⑥報告義務を含め、競争関係実施測定基準
及び基準不履行への金銭的罰則を整備す
る。このような基準は、競合事業者が必要な
全てのネットワーク及び施設の提供、サービ
スの質及び修理や保守において支配的事業
者が自分自身あるいはその関係会社への
扱いと競合者への扱いを同等にするための
ものである。
⑦支配的事業者が彼らの伝統的な独占的
サービス以上の業務拡大を求めて入る場
合、一つの市場における独占的地位を市場
力を獲得するために濫用させない適切な
セーフガード措置を遵守させるようにする。

総務省

5072 5072022 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 電気通信サービスの技術的

に中立な規制枠組みの確立

ローカルおよび／もしくは長距離有線市場お
よび無線市場事業における指定事業者が、
特に非競争的な行為や接続の防止に関し
て、同等な権利と義務を得ることができるよ
うにするために、電子通信サービスの技術
的に中立な規制枠組みを確立する。まさしく
支配的事業者の指定はすべてのサービス市
場（長距離有線市場を含む）で技術的に中
立に行われるようにすべきである。市場参入
条件への影響の有無を基準とし、事前に設
定される特定の基準に基づくべきではない
（移動体市場の場合のように）。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 76 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400106
電気通信事業におけるエッセ
ンシャル施設のサービス宣言
制度の導入

電気通信事業法第３８条
電気通信事業法第３８条の２

電気通信事業法第３８条の２により、加入者
回線を相当な規模で有する事業者のネット
ワークは、他事業者の事業展開上不可欠で
あり、利用者の利便性の増進の観点から極
めて重要であることから、加入者回線の５
０％以上を有する事業者のネットワークを第
一種指定電気通信設備として指定し、接続
約款の認可・公表、認可接続約款による接
続協定の締結を義務付けている。

ｄ - 制度の現状と同じ 5073013 オーストラリア 11

z0400107 電気通信事業における共同
支配の概念の取込み 電気通信事業法 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072024 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400108 電気通信事業の競争政策の
促進 電気通信事業法 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072023 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 77 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400106
電気通信事業におけるエッセ
ンシャル施設のサービス宣言
制度の導入

z0400107 電気通信事業における共同
支配の概念の取込み

z0400108 電気通信事業の競争政策の
促進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5073 5073013 オーストラリア 11
電気通信事業におけるエッセ
ンシャル施設のサービス宣言
制度の導入

地域回線以外のボトルネック回線機能や
サービスをアンバンドル化されれば、サービ
ス提供における競争が高まる。日本も、バイ
ヤーに対する、サービスの供給に関する特
定の条件の規制を認める、サービス宣言の
制度を導入すべきである。

NTTは、他の電気通信事業者に対して地域回線へ
のアクセスをアンバンドル化しているが、その他の
ボトルネック回線機能やサービスもアンバンドルす
る必要が有る。もし満足な商業上の取り決めが果
たされなければ、バイヤーに提供される公表され
た標準的な条件でのサービス制度(declared
service regime)も必要である。規制においては、そ
の他の競争的なボトルネックが、地域回線や通話
通信の問題を越えて有るかどうかの判断も必要で
ある。規則は、ボトルネックが単に技術的なイン
ターフェイスでなく、運用上のプロセスの問題であ
りうることも認識しなければならない。オーストラリ
アは、運営上のボトルネックに関する多くの問題解
決のため、産業機関であるオーストラリア電気通
信産業協議会（ACIF - http://www.acif.org.au）の
ような、産業界の協議や自主規制の機構を、適切
に利用することを奨励している。
競争する事業者がエッセンシャル施設へアクセス
できることは、自由な競争体制にとっての基本原
則である。例えば、オーストラリアでは、競争推進
の公的機関であるオーストラリア公正取引委員会
により、サービスをエッセンシャルであると“宣言”
(declaration) する制度がある。"宣言"されたサー
ビスは、本質的にボトルネックや独占的なサービス
で、それらにアクセス出来なければ、新たに参入
する事業者は競争的なサービスを供給できないも
のである。これらのサービスがエッセンシャルと"
宣言"されると、電気通信事業事業者やそのサー
ビスを中継する電気通信事業事業者は、"宣言"さ
れたサービスを求めている電気通信事業事業者
やプロバイダーに供給する義務がある。

総務省

5072 5072024 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 電気通信事業における共同

支配の概念の取込み

現在は改正電気通信事業法には含まれて
いないが、共同支配の概念も日本の規制枠
組みにおいて考慮されるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

5072 5072023 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 電気通信事業の競争政策の

促進

市場参入条件への影響をもつ事業者の指定
は、規制的な義務が適用される以前に、とり
わけ長距離および移動体市場において競争
調査に従うべきである。関連するプロダクト
マーケットの表示リストも発表されるべきであ
る。電気通信市場の競争状況を検討する研
究会が2002年9月に設置されたことは、この
方向での最初のステップであると見受けられ
るが、逆に言えば、これはまた、長距離有線
および無線市場における競争に関するこの
ような調査がこれまで確立されていなかった
ことを裏付けるものでもある。それゆえ、EU
は、日本における現在の規制枠組みの基本
的構造、およびその結果生ずる、NTT-CCを
指定しないとする決定は、透明、客観的かつ
非差別的条件に基づいていないと考える。
「市場の失敗」を是正するためのあらゆる手
段が、あらゆる関連市場における支配的事
業者を律する法によって、利用できるように
すべきである。また、この点に関して、法は
あらかじめテクノロジーによる差別をしては
ならない。「市場の失敗」を是正するための
規制政策はこのような「失敗」に実質的に対
応すべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.4.情報社会

による。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 78 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400109
電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

d -

優先接続については２００１年５月より、サー
ビスが開始され、利用者は自由に事業者を
選択できるようになっている。優先接続導入
以前は３分９～１０円であった市内通話料金
も、導入後の競争の進展により３分７．５円
～８．２円まで引き下げられた。
　固定の番号ポータビリティも２００１年３月よ
り既にサービスを開始しているところである。

5073014 オーストラリア 11

z0400109

（上記の続き）

電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

ｂ -

携帯電話の番号ポータビリティについては、
現在、「携帯電話の番号ポータビリティの在
り方に関する研究会」において検討中であ
る。
　実施時期については、仮に今年度中に方
針が決定されたとしても、電気通信事業者の
設備の改修が必要となり、平成１７年度以降
の実施になることが想定される。

実施時期について、当会議としては、制度整
備をもって「実施」と考えている。
この点を踏まえ、実施時期を「平成16年度中
に措置」とできないか、改めて検討された
い。

b -

携帯電話の番号ポータビィリティについて
は、現在「携帯電話の番号ポータビィリティ
の在り方に関する研究会」において検討中
である。仮に導入の方針が決定されたとして
も、その後、制度面の具体的検討、必要に
応じ制度改正のための諸手続が必要であ
り、現時点で「平成１６年度中に措置」と確定
することは困難

5073014 オーストラリア 12

z0400110 電気通信に係る規制機関の
独立性の担保 ｅ Ⅰ

　WTO/GATS参照文書において規定される
電気通信事業者からの独立性の確保につ
いては、総務省はいかなる電気通信事業者
からも完全に分離されており、既に実施済み
である。
　規制機関の在り方については、各国の統
治制度や市場実態に応じて公正競争促進の
観点から最適と思われる制度を各国の責任
において採用すべきである。また情報通信
は、技術革新が激しく、国家戦略的対応が
強く求められる分野であることから、その行
政組織は「政策機能」と「規制機能」を、お互
いのフィードバックにより機動的・戦略的・総
合的に遂行できる両機能が一体となった組
織が最適。
　我が国の情報通信分野の現状をみると、
現体制の下で、ブロードバンド化、料金低廉
化に大きな成果をあげており、行政がどのよ
うな組織形態を採用するかということよりも、
どのように政策において実績をあげていくか
が重要であると考える。

5073015 オーストラリア 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 79 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400109
電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

z0400109

（上記の続き）

電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

z0400110 電気通信に係る規制機関の
独立性の担保

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5073 5073014 オーストラリア 11
電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

オーストラリア政府は、日本が、CPSとNPが
更なる競争の促進を通じて、消費者、ビジネ
ス、日本経済などにもたらす利益を認識し、
両方の方式を日本で確実に普及させること
を要望する。

電気通信市場における競争拡大を図るため
の主要な前提条件の一つは、消費者に負担
をかけずに、消費者の能力で選択できるが
ことである。従って、固定と携帯の両方での
電話会社事前登録制（優先接続：CPS）と電
話番号の移動が可能な制度(Number
Portability: NP)の二つの主要な選択があ
る。CPSによって、消費者は夫々のニーズに
最も適した通信サービスの利用が可能にな
る。このサービスは現在日本では「マイライ
ン」サービスとして提供されている。NPも、多
くの費用や不便 なしに、消費者が電話会社
を変更することが出来るので、同様に重要で
ある。NPは、事業者が製品のマーケット・
シェアを競うので、競争の促進と、革新の増
進や製品の発達をもたらす。

総務省

5073 5073014 オーストラリア 12

（上記の続き）

電気通信市場における競争
政策の推進（CPS制度とNP制
度の普及促進）

総務省

5073 5073015 オーストラリア 11 電気通信に係る規制機関の
独立性の担保

日本は、電気通信に責任のある規制当局
が、公平かつ迅速に行動できるように法的な
責任を持ち、法的にも機構的にも確実に独
立するべきである。

市場参入を援助し、競争と末端消費者の利益を保
護するための独立した電気通信機関は、他の市場
で電気通信部門の促進に成功した場合の主要な
要点になっている。事実、国際電気通信連合(ITU)
の「世界電気通信開発報告；テレコムの再発見
2002年」(World Telecommunications Development
Report; Reinventing Telecoms 2002)は、民営化、
競争および独立した規制を改革の3つの基本的要
素として挙げている。
日本では、電気通信の政策と規制機能の両方が
総務省の責任になっている。最近の改革によって
日本市場はある程度開放されてはきたが、今でも
総務省が国内の電気通信市場を厳しく規制し、
NTT(東と西）や KDDI、日本テレコム、ドコモのよう
な既存の電気通信事業者が市場で支配的な存在
を可能にさせているので、潜在的に規制プロセス
は政治的になる。ほとんどのOECD加盟国は独立
した規制機関が電気通信分野の競争を促し、確か
なものにする最も有効的手段であると考えている。
無差別で透明なプロセスを確保するためには、完
全に独立した規制機関が必要である。日本では、
サービスの提供は政策の促進や規制から分離し
ているが、規制部門が政策部門から独立して運用
する能力は明らかでない。このことは公正につい
ての疑問を提起する。
WTOリファレンス・パーパーの５条には、「規制機
関はあらゆる基本電気通信サービスの供給者か
ら独立し、それらに対し説明責任が無いとう義務
原則を設定している。規制機関による決定や行使
される手続は市場に参加する全ての事業者に対し
公平でなければならない。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 80 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400111 電気通信分野に係る規制の
緩和

①について
日本電信電話株式会社等に
関する法律

①について
　NTT持株会社及びNTT東西に対しては、ユ
ニバーサルサービスの提供等公共的責務
の適正かつ確実な遂行を確保する観点か
ら、日本電信電話株式会社等に関する法律
により、
・政府による株式の保有義務
・外資規制
・役員等の選解任の決議の認可
・事業計画の認可
等の規制を課している。

ｄ Ⅰ

①について
　NTT法による規律は、NTT持株会社及び
NTT東西によるユニバーサルサービスの提
供や基盤的研究開発等公共的責務の適正
かつ確実な遂行を確保するためのものであ
り、NTTの経営に介入することを目的とする
ものではない。
　したがって、これらの規律の在り方につい
ては、ユニバーサルサービスの提供や基盤
的研究開発の推進及びその成果の普及に
問題が生じないか等について十分検証した
上で検討するべきものであり、現段階で廃止
することは適当でないと認識。

5074001 カナダ 11

z0400111

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

（上記の続き）

②について
日本電信電話株式会社等に
関する法律
附則第16条第1項

（上記の続き）

②について
　NTT東は、平成15年度及び16年度におけ
る、NTT東の特定接続料とNTT西の特定接
続料が同等の水準となることを確保するた
め、NTT西に対し、NTT西の接続の業務に要
する費用の一部に充てるものとして、接続料
に係る原価と実際の接続料収入との差額を
基に算定した額の金銭を交付する。

ｄ Ⅰ

（上記の続き）

②について
　NTT東西間の金銭交付制度は、相互の補
助金に該当するものではなく、NTT東西の接
続料を均一とした場合、NTT東は原価を上
回る接続料収入を得ることとなる一方、NTT
西は原価を下回る接続料収入しか得られな
くなることから、NTT東西双方の経営状況を
適正に反映するとともに、競争中立性を担保
し、NTT東西間の適正な競争に資するため
に導入することが必要なものである。

5074001 カナダ 12

z0400111

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

（上記の続き）

③について
電気通信事業法
第37条の2、第37条の3

（上記の続き）

③について
・市場支配的な電気通信事業者は、下記の
行為をしてはならず、総務大臣が下記に違
反する行為があると認めるときは、当該行為
の停止または変更を命ずることができる。
１．他の電気通信事業者の電気通信設備と
の接続の業務に関して知り得た当該他の電
気通信事業者及びその利用者に関する情
報を当該業務の用に供する目的以外の目
的のために利用し、又は提供すること
２．その電気通信業務について、特定の電
気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱
をし、若しくは利益を与え、又は不当に不利
な扱いをし、若しくは不利益を与えること。
３．他の電気通信事業者又は電気通信設備
の製造者若しくは販売業者に対し、その業
務について、不当に規律をし、又は干渉する
こと。
４．その他、第一種指定電気通信設備を設
置する電気通信事業者による反競争的行為
等

・上記に違反した場合には、罰則が課され
る。

ｄ Ⅰ

（上記の続き）

③について
　現行の電気通信事業法においても、既に
市場支配的な事業者の反競争的行為に対し
て変更・停止命令を発出することが可能であ
り、仮に当該命令に違反した場合には、罰則
が課されることとなる。

5074001 カナダ 13

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 81 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400111 電気通信分野に係る規制の
緩和

z0400111

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

z0400111

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5074 5074001 カナダ 11 電気通信分野に係る規制の
緩和

①法律により通信規制当局に通信事業者か
らの完全な独立を保証し、日本の通信市場
の競争力を高めるため公   平性を確保す
る。ＮＴＴと他の通信業者に対して公平な規
制措置を実施し、新たに改正された「電気通
信事業法」（２００３）に沿って規制する。それ
ゆえ、改正法の恩恵をすべての通信事業者
に等しく、かつ当局の介入を受けずに行き渡
らせるためにＮＴＴ法を撤廃する。
②相互接続料金を真にコストに基づいたも
のにするために相互の補助金を撤廃する。
現行のＮＴＴ東西間のコスト均等化のシステ
ムは、両者の相互補助慣行を促し、通信業
界の真の競争を阻害する結果になっていま
す。
③市場の明確な競争と自由な市場参入を許
容するために、（顕著な市場支配力を持つ）
支配的通信事業者による非支配的通信事
業者やローカルな通信事業者に対する力の
乱用の回避を可能にする、非対称的かつ均
衡のとれた原則を日本の規制の枠組みの中
に確立し、適用する。

カナダは、日本において昨年通信規制の分
野で見られた進展を評価し、特に２００３年に
改正され、２００４年春に施行される予定の
新しい「電気通信事業法」を歓迎していま
す。特に、個々の業務の料金届出義務を撤
廃したことは、通信分野での日本の競争力
を向上させる重要なステップです。

しかし、カナダ政府の見解では、日本の電気
通信分野に対するカナダの投資にとって真
に妨げとなっていると思われる、ある種の規
制の仕組みが残っています。具体的には、
料金設定の認可過程の透明性の向上、規
制当局者と通信業者の更なる分離、効率的
な市場参入を妨げている障壁の撤廃をカナ
ダは望んでいます。また、カナダはＮＴＴの今
回の相互接続料金値上げや、それに対して
本年７月に即座に総務省が認可したことに
対して懸念を抱いています。相互接続に関
する諸条件の設定は業者間に差別があって
はならず、事業の障壁となってはなりませ
ん。

総務省

5074 5074001 カナダ 12

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

総務省

5074 5074001 カナダ 13

（上記の続き）

電気通信分野に係る規制の
緩和

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 82 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400112 日米電気通信作業部会の運
営に係る提案 － －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071008 米国 11

z0400113 国際基準との整合化の推進 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

日・ＥＵ規制改革対話において協議が進行し
ていることは承知したが、要望者以外の関
係者の理解や関心も広く得ながら必要な改
革を進めていく上で、可能な限り情報は開示
されるべきであり、したがって、協議の進捗
状況を踏まえ、要望に対する対応状況につ
いて支障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400114 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示 － －

本件は、本年度の日ＥＵ規制改革対話にお
いて協議されているところであり、来年５月
頃に欧州委員会に提出する予定の書面回
答を参照されたい。

日・ＥＵ規制改革対話において協議が進行し
ていることは承知したが、要望者以外の関
係者の理解や関心も広く得ながら必要な改
革を進めていく上で、可能な限り情報は開示
されるべきであり、したがって、協議の進捗
状況を踏まえ、要望に対する対応状況につ
いて支障がない範囲で回答されたい。

― ―

日EU規制改革対話については、２００３年１
１月１３～１４日に開催された日ＥＵ規制改革
対話東京会合において要望書が交換され、
本項目を含む電気通信部分について、意見
交換を行い、相互に認識の確認を行った。
日ＥＵ間の協議の具体的内容は非公開とし
ているが、各要望については、２００４年２月
２０日に開催される日ＥＵ規制改革対話ブ
ラッセル会合における対話を経た後、５月頃
に相互に交換される書面回答に現状や措置
が詳しく記述されるところである。この書面回
答の参照を求めることが、日本政府の立場
を首尾一貫した形で関係者に分かりやすく
伝えることになることをご理解頂きたい。

5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400115
ＩＴ促進及び電子教育促進に
係る特区における規制の特
例の全国展開

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071013 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 83 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400112 日米電気通信作業部会の運
営に係る提案

z0400113 国際基準との整合化の推進

z0400114 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

z0400115
ＩＴ促進及び電子教育促進に
係る特区における規制の特
例の全国展開

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071008 米国 11 日米電気通信作業部会の運
営に係る提案

米国は、可能であるならゲストスピーカーと
して政府及び民間から専門家を招待してそ
の見解を分け合い、作業部会がその対話を
強化することを提案する。

「ｅ－Ｊａｐａｎ II」において日本は電波認証（Ｒ
ＦＩＤ）やワイヤレスＬＡＮなどの台頭しつつあ
る無線技術が「ユビキタスネットワーク社会」
においてそれぞれが特別な役割を担ってい
るであろうことを認識している。日米電気通
信作業部会は両国の経験について見解を交
換し、台頭しつつある先進無線技術の拡大
と利用へ貢献する市場ベースのアプローチ
を認定し、両国の規制過程の相互理解を促
進できる時機を得た機会を提供する。

総務省

5072 5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 国際基準との整合化の推進

日本の関係省庁が規制手続きを簡素化し、
より多くの国際基準および性能規格を参照
し、適合評価機関承認の基準について、（外
国の試験・検査機関の無差別化を含み）
ISO/IEC 基準と慣行との調和を図ることを要
望する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

5072 5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 外国の適合評価機関の指定

に関する情報の明示

外国の適合評価機関の指定を認めているす
べての法律に関して、包括的な情報の提供
を望む。その情報は、使いやすい形式で作
成されることを望みたい。すなわち、承認・指
定に関する日本の基準と該当するISO/IEC
基準を対応する形でリストにまとめ、
ISO/IEC基準に対して追加的な日本の要件
が明確にわかるようにされたい。そのような
重要な情報が確実に公表されるひとつの方
法は、日本政府が、（i）所轄大臣が外国の適
合評価機関を承認できることを規定する法
律あるいは施行令、(ii)適合評価機関の承認
に適応される基準、(iii)当該基準のISO/IEC
基準／ガイドラインとの整合性の度合いを一
挙に示したデータベースを作成することであ
ろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

5071 5071013 米国 11
ＩＴ促進及び電子教育促進に
係る特区における規制の特
例の全国展開

ＩＴ促進のための特区及び電子教育活用の
ための教育特区を作る現在の規制緩和措
置を適切に全国的に拡大し恒久化する。

電子商取引を促進させることは「ｅ－Ｊａｐａｎ
重点計画－２００３」における日本の優先政
策の一つである。日本は電子取引における
インターネットの利用を促進する環境を成功
裡に育成させてきた。しかしながら、電子商
取引の成長を阻害する法的及びその他の障
壁が未だ存在している。さらに、日本が２００
３年重点計画の下、医療や金融分野などの
主要な分野においてＩＴの利用を促進しはじ
めているが、その実行を成功させるためには
過度の規制を避けるとともに、透明で意味あ
るパブリック・コメント機会が必要である。日
本の重点計画に沿って、米国は日本政府に
左記のことを要請する

総務省
文部科学省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 84 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400116 デジタル・コンテンツの保護の
強化 － －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071018 米国 11

z0400117 郵貯・簡保の見直し 該当法令等なし

郵便貯金事業は郵便貯金法等及び日本郵
政公社法に基づき、また簡易生命保険事業
は簡易生命保険法及び日本郵政公社法に
基づき、日本郵政公社により運営されてい
る。

ｅ －

　郵便貯金及び簡易保険のあり方やその金
融サービスの提供については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。なお本件要望に関する状況等を説明
すれば、以下の通りである。
・郵便貯金・簡易保険の商品開発等は、規
制の設定・改廃にあたるものではなく、した
がってパブリック・コメント手続きの対象にな
らないが、簡保商品及び日本郵政公社によ
る元金無保証型の商品の窓口販売又は元
売りに関連する法律改正を国会に求める提
案の作成に関し、広く一般に情報を提供する
ことの重要性を認識するとともに、民間利害
関係者に対し、要請に基づき、総務省職員と
意見交換を行う機会を与えることとなってい
る。
・また郵便貯金・簡易保険の商品開発等を
行うための法律改正は、民意を反映する国
会の場での議論を経て、国民の民主的コン
トロールの下で決定されているものであり、
透明性に欠けることはない。
・なお郵政民営化については、経済財政諮
問会議において検討中であり、2004年秋頃
を目途に最終報告が行われる予定である。

-

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、郵便
貯金・簡易保険のあり方は官製市場の見直
しという規制改革の問題である。
日本郵政公社の郵便貯金事業・簡易保険事
業と民間金融機関・生命保険会社との競争
条件の同一化を図ること等は規制改革の一
環と位置づけられるべきものであり、競争条
件の同一化が図られない間は、民間が担う
べき事業領域への進出を企図することがな
いよう、郵便貯金・簡易保険の商品種類の
拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大を
禁止する等の早急な対策が必要であること
を踏まえ、改めて検討の上、見解を示された
い。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、郵便
貯金、簡易生命保険を含む金融市場は会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、郵便貯金、簡易生命保険の在り方は「官
製市場」の問題とはなりえない。
　なお、郵貯・簡保は、小口個人を対象とし
て、全国あまねく公平に基礎的な金融サー
ビスを提供する事業として、預金保険料等を
負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口個人に限定（預
入限度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、郵貯・簡保と、民間
金融機関はトータルとしてバランスがとれて
いると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答通り。

5071081 米国 11

z0400117
（上記の続き）

郵貯・簡保の見直し
5071081 米国 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 85 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400116 デジタル・コンテンツの保護の
強化

z0400117 郵貯・簡保の見直し

z0400117
（上記の続き）

郵貯・簡保の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071018 米国 11 デジタル・コンテンツの保護の
強化

・以下の措置によって、デジタル・コンテンツ
の保護を強化し、オンライン上の著作権侵害
を妨げるため日本政府が達成してきたことを
さらに積み重ねていく：
①全ての政府機関及び公的機関が著作権
侵害によって複写された作品あるいは政府
支援のＩＴ資源においてその他の付随行為の
蓄積や発信を効果的に防止し、罰することを
確保する措置をとる。
②プロバイダー責任規則等のデジタルコン
テンツの著作権侵害を防止する現在の措置
を必要に応じてモニターし強化する。
③日本政府が「一時的蓄積」を認識する公
的声明を公表することは、一時的複製の保
護の範囲を明確にし、権利保有者へ明確な
指針を示す。
④技術的保護措置を強化する。
・いかなるデジタル権利管理システムも市場
主導で、政府によって強制されるものでない
ことを保証する。

日本は日本経済を活性化するためにＩＴとと
もに知的財産権の経済的重要性を認識して
おり、知的財産推進計画を通じて知的財産
権の創造、活用、保護において指導的立場
に立とうと努力している。これらの目標およ
び知的財産推進計画に沿って、米国は日本
が左記の措置をとることを提言する

総務省
文部科学省

5071 5071081 米国 11 郵貯・簡保の見直し

郵便金融機関（郵便貯金「郵貯」、簡易保険
「簡保」）が日本の金融市場の効率的な運営
に与える影響について経団連、その他の機
関が表明している懸念を､米国政府は引き
続き共有する。
①透明性：簡保商品および日本郵政公社に
よる元本無保証型の「郵貯」投資商品の開
発及び販売に係る法律の改正案の策定に
つき、米国政府は、総務省が、関連分野に
おける民間活動に影響を及ぼしうるあらゆる
面について、一般市民(外国保険会社も含
む)への十分な情報提供および意見の収集
を行う手段を講じることを要請する。それは、
保険業界や他の民間関係機関(国内外を含
む)が､以下の事項に関し、意見を述べ、また
総務省の職員と意見交換する有意義な機会
を提供する事を含む。
　1)国会提出前の総務省のプランや法案。
　2)パブリックコメント手続きの最大限の活用
と実施を伴う実施段階前のガイドライン案や
他の規制措置。
②拡大抑制：米国は日本に対し、郵便金融
機関（簡保と郵貯）が民間が提供できるいか
なる新規の保険商品の引き受け、或いは新
規の元本無保証の投資商品を提供すること
を、これらの金融機関が享受してきた競争上
の利点が取り除かれるまでは、禁ずることを
求める。そのために、米国は日本政府に対
し、新規の商品に関し、１９９４年の日米保険
協定に規定されている新規商品の検討び認
可手続に関する日本の約束を再確認するよ
う要請する。

総務省

5071 5071081 米国 12
（上記の続き）

郵貯・簡保の見直し

（上記の続き）

③同一スタンダード：米国は日本に対し、郵
便金融機関と民間の競合会社間の公正な
競争確保のため、郵便金融機関に民間と同
一の法律、税金、セーフティネットのコスト負
担、責任準備金条件、基準、及び規制監視
を適用することを提言する。
④民営化：米国政府は、２００７年４月の郵政
民営化を目標に、小泉首相が竹中経済財政
金融担当大臣に、簡保、郵貯を含む郵政３
事業の民営化プランを、２００４年秋までに作
成するよう指示したことを特筆する。現行制
度のいかなる変更も日本の広範な保険市場
における競争及びその効果的な運営に重要
な影響を与えるため､民営化に関するすべて
の意志決定及び実施についてはオープンで
透明性のある方法で行われることが重要で
ある。これには、上記Ｖ－Ａに述べられてい
るものと同様の措置が含まれる。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 86 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400118 郵便貯金の見直し 該当法令等なし
郵便貯金事業は郵便貯金法等及び日本郵
政公社法に基づき、日本郵政公社により運
営されている。

ｅ －

　郵便貯金のあり方については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。なお本件要望に関する状況等を説明
すれば、以下の通りである。
・郵政民営化については、経済財政諮問会
議において検討中であり、2004年秋頃を目
途に最終報告が行われる予定である。

-

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、郵便
貯金のあり方は官製市場の見直しという規
制改革の問題である。
日本郵政公社の郵便貯金事業と民間金融
機関との競争条件の同一化を図ること等は
規制改革の一環と位置づけられるべきもの
であり、競争条件の同一化が図られない間
は、民間が担うべき事業領域への進出を企
図することがないよう、郵便貯金の商品種類
の拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大
を禁止する等の早急な対策が必要であるこ
とを踏まえ、改めて検討の上、見解を示され
たい。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、郵便
貯金を含む金融市場は会社の自由な参入
が認められている市場であり、強い公的関
与があるわけではない。従って、郵便貯金の
在り方は「官製市場」の問題とはなりえない。
　なお、郵貯は、小口個人を対象として、全
国あまねく公平に基礎的な金融サービスを
提供する事業として、預金保険料等を負担し
ていない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口個人に限定（預
入限度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、郵貯と民間金融機
関はトータルとしてバランスがとれていると
考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答通り。

5021169
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400119
郵貯・簡保資金への投資顧
問アクセスに関する透明性、
公平性の確保

該当法令等なし

郵便貯金事業は郵便貯金法等及び日本郵
政公社法に基づき、また簡易生命保険事業
は簡易生命保険法及び日本郵政公社法に
基づき、日本郵政公社により運営されてい
る。

ｅ －

　日本郵政公社が行う投資顧問会社の選定
は、民間企業に対する「規制」ではないこと
から、本件は規制緩和要望の対象となるも
のではないと考えている。なお、公社におい
ては、投資顧問会社を公募により選定してい
るところと聞いている。

- 公募による選定の内容について、改めて詳
細に示されたい。 e －

　２００３年１１月１０日、日本郵政公社は、投
資顧問会社の募集に関する報道発表を行っ
ており、公募により選定しているところ。
　なお、具体的な採用基準については、別添
のとおり。

5072036 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400120 郵便分野における規制当局
の独立性の確保 該当法令等なし

　平成１３年１月から総務省の外局（郵政事
業庁）が担ってきた郵便事業は、平成１５年
４月より、国とは別の法人格を有する主体と
して新たに設立された日本郵政公社が担う
こととなり、これにより、郵便分野における事
業体と規制当局（総務省郵政行政局）とは、
組織的に完全に独立することとなった。

ｅ -

　規制体である国とは別の法人格を有する
主体として、事業体である日本郵政公社が
平成１５年４月に設立されており、郵便分野
における規制当局の独立性は確保されてい
るものと考える。
　また、利害相反を避けるため、政府におけ
る郵便サービス市場の規制の役割と、事業
体に対する所有の権利とを明確に分離すべ
きとの指摘があるが、この点については、日
本郵政公社に対する出資の権利を財務省
が保有する一方で、総務省が郵便サービス
市場の規制の役割を担っており、指摘は当
たらないもの。

- 人事交流、情報の遮断等の観点も含め、改
めて詳細に示されたい。 e －

　人事交流については、規制体でありかつ郵
政事業に関する制度の企画立案を行う総務
省と、その実施機能を担う事業体としての日
本郵政公社との間では、十分な意思疎通の
確保が必要であるとの観点から人事交流が
行われているが、これは、公社監督の中立
性が確保される最小限のものに限定されて
いる。
　また、総務省が郵便事業に関する制度の
企画立案を行う上で、公社から情報の提供
を受けているが、これについても、制度の企
画立案を行う上での必要不可欠な範囲内の
ものと考える。
　以上から、郵便分野における規制当局の
独立性は、人事交流、情報の遮断の観点か
らも、確保されているものと考える。

5072038 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 87 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400118 郵便貯金の見直し

z0400119
郵貯・簡保資金への投資顧
問アクセスに関する透明性、
公平性の確保

z0400120 郵便分野における規制当局
の独立性の確保

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021169
社団法人日本
経済団体連合
会

11 郵便貯金の見直し

　「民間にできることは民間に委ねる」との行
政改革の基本原則に則り、国民経済的観点
から、廃止もしくは民間金融機関との間の公
平・公正な競争条件を確保したうえでの分
割・民営化による抜本的な改革を行うべきで
ある。また、少なくとも公社形態である間は、
業務範囲の拡大を凍結すべきである。

　日本郵政公社が発足したが、国家保証や
各種税負担の免除といった「官業ゆえの恩
典」が温存される等、郵貯事業がこれまで抱
えてきた問題点は解消されているとは言い
難い。むしろ民間金融機関とのイコールフッ
ティングが確保されないなかで、経営の自由
度だけが拡大する歪んだ仕組みとなってい
る。

日本郵政公社法
郵便貯金法 総務省

　日本郵政公社に移行された郵便貯金業務
は、「少額貯蓄手段の提供」との制度本来の
目的を逸脱して肥大化している。また、納税
義務免除等の「官業ゆえの特典」を有し、民
間金融機関との公正な競争条件は確保され
ていない。こうした巨額の資金が市場原理の
枠の外に置かれていることで、我が国の効
率的な金融市場の発展が阻害されている。

5072 5072036 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

郵貯・簡保資金への投資顧
問アクセスに関する透明性、
公平性の確保

郵貯・簡保資金の投資一任運用に対する投
資顧問のアクセスに関する運用規則はオー
プンで透明な競争入札を可能とするようなも
のでなくてはならず、すべての関係者に向け
たパブリックコメント手続きを事前に実施す
べきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.5.3.金融サービス／資産運用

による。

総務省

5072 5072038 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 郵便分野における規制当局

の独立性の確保

現行の郵便分野の改革に関し、日本政府は
規制当局の独立性の確保を目指すべきであ
る。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.6.郵便サービス

による。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 88 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400121 信書の範囲の縮小
郵便法第５条第２項～第４項
信書に該当する文書に関す
る指針

　日本郵政公社及び信書便事業の許可を受
けた者以外は、他人の信書の送達を業とす
ることができないこととされている。
　信書については、郵便法に規定されている
信書の定義に基づき、信書に該当する文書
を分かりやすく示すために信書に該当する
文書に関する指針を定め、公表している。
　この指針では、ダイレクトメールについて、
文書自体に個々の受取人が記載されている
場合、商品の購入等の利用関係、契約関係
等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな
文言が記載されている場合は、信書に該当
するとしている。
　一方、専ら街頭における配布や新聞折り込
みを前提として作成されるチラシ、専ら店頭
における配布を前提として作成されるパンフ
レットやリーフレットのようなものについて
は、信書に該当しないとしているところ。

ｃ、e －

　国民の基本的通信手段である信書の送達
については、信書の秘密を保護するととも
に、全国あまねく公平なサービスの提供を確
保することが重要であるが、その事業はク
リームスキミング（例えば、採算性の高い大
口利用者のみを対象とするいいとこどり）に
極めて脆弱な性格を有しているため、日本
郵政公社又は信書便事業の許可を受けた
者以外が行うことはできないこととしているも
の。
　信書については、これまでの判例によって
確立されてきた信書に関する概念に基づき、
郵便法に定義規定を設け、さらに、この定義
規定に基づき信書に該当する文書を分かり
やすく示すために「信書に該当する文書に関
する指針」を定め、公表しているところであ
り、信書に該当するかどうかについては、こ
れらに基づき判断されるべきもの。
　したがって、日本郵政公社又は信書便事
業の許可を受けた者以外が、信書に該当す
るダイレクトメールなどを送達することは、信
書送達に関するユニバーサルサービスの確
保の観点から認められない。
　なお、指針においては、ダイレクトメールの
うち、専ら街頭における配布や新聞折り込み
を前提として作成されるチラシ、専ら店頭に
おける配布を前提として作成されるパンフ
レットやリーフレットのようなものについて
は、信書に該当しないとしているところであ
り、これら信書に該当しないダイレクトメール
の送達までをも禁止しているものではない。

- 5116009 中間法人 11

z0400122 信書便事業に係る規制の見
直し 該当法令等なし

　「民間事業者による信書の送達に関する法
律」は、民間事業者による信書の送達の事
業の許可制度を実施し、その業務の適正な
運営を確保するための措置を講じることによ
り、信書の送達の役務のあまねく公平な提
供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡
大を図ることを目的として、平成１５年４月１
日に施行。
　全国全面参入型の一般信書便事業と特定
サービス型の特定信書便事業があり、平成
１５年１２月現在、特定信書便分野について
２１社が許可を受けている。

ｅ -

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日）によれば、信書便サービ
スの役務に関する義務と要件を定めるもの
として郵便法施行規則第24条第2項を問題と
しているが、同項は郵政公社が郵便差出箱
をあまねく全国に設置することを定めるもの
であって、信書便事業者に対して課せられる
参入条件ではなく、事実誤認である。
　また、本件については、日・ＥＵ規制改革対
話東京会合（１１月１４日）の場において当方
より説明を行い、ＥＵ側からはその際、反論
はなかったところである。
　なお、一般信書便事業者については、一定
の信書便差出箱を全国に設置すること等の
参入要件を定めているが、これらの要件は、
クリームスキミング（いいとこどり）を防止し、
ユニバーサルサービスを確保する上で必要
と考えているところ。

－ 5072039 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400124 簡易保険の見直し 該当法令等なし
簡易生命保険事業は簡易生命保険法及び
日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社に
より運営されている。

ｅ －

　簡易保険のあり方については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。
　なお、郵政民営化については、経済財政諮
問会議において検討中であり、2004年秋頃
を目途に最終報告が行われる予定である。

－

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、簡易
保険のあり方は官製市場の見直しという規
制改革の問題である。
日本郵政公社の簡易保険事業と生命保険
会社との競争条件の同一化を図ること等は
規制改革の一環と位置づけられるべきもの
であり、競争条件の同一化が図られない間
は、民間が担うべき事業領域への進出を企
図することがないよう、簡易保険の商品種類
の拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大
を禁止する等の早急な対策が必要であるこ
とを踏まえ、改めて検討の上、見解を示され
たい。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、簡易
生命保険を含む生命保険市場は株式会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、簡易生命保険の在り方は「官製市場」の
問題とはなりえない。
　なお、簡易保険は、小口を対象として、全
国あまねく基礎的な保障サービスを提供す
る事業として、生命保険契約者保護機構へ
の拠出金等を負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口に限定（加入限
度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、簡易保険と、民間
生命保険会社はトータルとしてバランスがと
れていると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答のとおり。

5021170
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 89 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400121 信書の範囲の縮小

z0400122 信書便事業に係る規制の見
直し

z0400124 簡易保険の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5116 5116009 中間法人 11 信書の範囲の縮小
ダイレクトメールなど、内容の秘匿の必要性
が高くないと見られるものについては、信書
の対象から外しても良いのではないか。

信書の精神は、確実な配送と秘匿性の高い
内容の漏洩回避と思われるが、カードが信
書の対象から外れている状況で、ダイレクト
メールが依然信書であるのは不自然。
ダイレクトメール市場は大きく、これがオープ
ンとなれば、新たなベンチャー市場としても
期待できる。

民間事業者による信書の送
達に関する法律２条
郵便法５条

総務省 Ｍａｉｎｉｃｈｉ ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ

5072 5072039 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 信書便事業に係る規制の見

直し

信書便サービスの役務に関する義務と要件
は、新規参入者による有効競争を可能にす
る方向に設定すべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.6.郵便サービス

による。

総務省

5021 5021170
社団法人日本
経済団体連合
会

11 簡易保険の見直し

（1）郵政公社において、可能な限り民間生命
保険会社との競争条件の同一化を図るとと
もに、国家保証等の事業特典が存置される
ことによる影響を排除するために必要な措
置を講じるべきである。
（2）本来的には、簡保事業は、既に役割を終
えていることから、新契約業務を取りやめ、
既契約維持管理業務に特化して段階的に縮
小・廃止すべきである。
（3）仮に将来的にも簡保事業を継続するの
であれば、官業としての特典を全廃し、民間
生命保険会社との間で競争条件を完全に同
一化したうえで民営化を行う。その際、契約
者保護の観点等から、簡保事業を既契約維
持管理を行う法人と新契約募集を行う法人
に分離すべきである。

　簡易保険は国の保証を背景に、民業の補
完という本来の趣旨を逸脱して肥大化を続
けており、健全な生命保険市場、及び効率
的な金融市場の形成の阻害、潜在的な国民
負担の発生といった弊害を発生させている。

日本郵政公社法
簡易生命保険法 総務省

　郵政公社では、①保険金等の支払いの国
家保証、②保険、貯金、郵便の三事業兼
営、③諸税の納付免除、といった、民間生保
に無い事業特典が存置されており、民間生
保に対して著しく競争条件が有利な状況に
なっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 90 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400124 簡易保険の見直し 該当法令等なし
簡易生命保険事業は簡易生命保険法及び
日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社に
より運営されている。

ｅ －

　簡易保険のあり方については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。
　なお、郵政民営化については、経済財政諮
問会議において検討中であり、2004年秋頃
を目途に最終報告が行われる予定である。

－

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、簡易
保険のあり方は官製市場の見直しという規
制改革の問題である。
日本郵政公社の簡易保険事業と生命保険
会社との競争条件の同一化を図ること等は
規制改革の一環と位置づけられるべきもの
であり、競争条件の同一化が図られない間
は、民間が担うべき事業領域への進出を企
図することがないよう、簡易保険の商品種類
の拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大
を禁止する等の早急な対策が必要であるこ
とを踏まえ、改めて検討の上、見解を示され
たい。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、簡易
生命保険を含む生命保険市場は株式会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、簡易生命保険の在り方は「官製市場」の
問題とはなりえない。
　なお、簡易保険は、小口を対象として、全
国あまねく基礎的な保障サービスを提供す
る事業として、生命保険契約者保護機構へ
の拠出金等を負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口に限定（加入限
度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、簡易保険と、民間
生命保険会社はトータルとしてバランスがと
れていると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答のとおり。

5082006 社団法人生命
保険協会 11

z0400125

簡保と民間生命保険とのイ
コールフィッティングの確立、
及び簡保による民間市場侵
食の抑制

該当法令等なし
簡易生命保険事業は簡易生命保険法及び
日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社に
より運営されている。

ｅ －

　簡易保険のあり方については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。
　郵便貯金・簡易保険の商品開発等は、規
制の設定・改廃にあたるものではなく、した
がってパブリック・コメント手続きの対象にな
らないが、簡保商品の法律改正を国会に求
める提案の作成に関し、広く一般に情報を提
供することの重要性を認識するとともに、民
間利害関係者に対し、要請に基づき、総務
省職員と意見交換を行う機会を与えることと
なっている。
　なお、郵政民営化については、経済財政諮
問会議において検討中であり、2004年秋頃
を目途に最終報告が行われる予定である。

－

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、簡易
保険のあり方は官製市場の見直しという規
制改革の問題である。
日本郵政公社の簡易保険事業と生命保険
会社との競争条件の同一化を図ること等は
規制改革の一環と位置づけられるべきもの
であり、競争条件の同一化が図られない間
は、民間が担うべき事業領域への進出を企
図することがないよう、簡易保険の商品種類
の拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大
を禁止する等の早急な対策が必要であるこ
とを踏まえ、改めて検討の上、見解を示され
たい。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、簡易
生命保険を含む生命保険市場は株式会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、簡易生命保険の在り方は「官製市場」の
問題とはなりえない。
　なお、簡易保険は、小口を対象として、全
国あまねく基礎的な保障サービスを提供す
る事業として、生命保険契約者保護機構へ
の拠出金等を負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口に限定（加入限
度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、簡易保険と、民間
生命保険会社はトータルとしてバランスがと
れていると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答のとおり。

5074004 カナダ 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 91 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400124 簡易保険の見直し

z0400125

簡保と民間生命保険とのイ
コールフィッティングの確立、
及び簡保による民間市場侵
食の抑制

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5082 5082006 社団法人生命
保険協会 11 簡易保険の見直し

・郵政公社において、可能な限り民間生命保
険会社との競争条件の同一化を図るととも
に、国家保証等の事業特典が存置されるこ
とによる影響を排除するため、必要な措置を
講じる。
・本来的には、簡保事業は、既に役割を終え
ていることから、縮小・廃止。・仮に将来的に
も簡保事業を継続することとされた場合に
は、官業としての特典を全廃するとともに、
規模等の面も含め、民間生保との間で競争
条件を完全に同一化した上で民営化。
・上記抜本的な改革が行われるまでは、民
間が担うべき事業領域への進出を企図する
ことがないよう、簡易保険の商品種類の拡
充、商品改定など更なる業務範囲の拡大を
禁止する。

・簡易保険は国の保証を背景に、民業の補
完という本来の趣旨を逸脱して肥大化を続
けており、－健全な生命保険市場の形成の
阻害－効率的な金融市場の形成の阻害－
国民負担の発生  といった弊害を発生させて
いる。

中央省庁等改革基本法、日
本郵政公社法、簡易生命保
険法

総務省

5074 5074004 カナダ 11

簡保と民間生命保険とのイ
コールフィッティングの確立、
及び簡保による民間市場侵
食の抑制

カナダは､簡保の運営が国内、国外の民間
生命保険会社と同じ条件で行われるよう要
請致します。
また、簡保が現行の形態のままこれ以上民
間部門の活動を侵食しないようにするため、
日本政府は簡保に対して、民間保険会社が
提供できる新商品の開発をしないよう指導
する必要があります。これができなければ、
日本郵政公社（簡保であれ郵貯であれ）によ
る新規金融サービスはすべて導入前に一般
に公表し、意見を求め、当局がそれらの意見
を十分考慮し、その上で導入するよう要請し
ます。また、カナダは、郵貯の金融サービス
に関連した報告又は法案はすべて、政府に
より政策決定される前に、一般に公表し、意
見を求め、それらを考慮するよう要請致しま
す。

簡易保険制度（簡保）は日本の生保資産の
４０％のシェアを占めています。日本郵政公
社の設立は、同制度の改革へ向けた具体的
なステップです。しかし、これによって、民間
生保には定期的な監督・検査が実施される
反面、簡保はこの監督・検査の対象にならな
いという事実は変わりません。簡保は、保険
業法、金融商品販売法、商法の適用も受け
ていません。さらに、簡保は金融庁の監督下
にもありません。また、それ故その商品は政
府により十分に保証されているため、生命保
険契約者保護機構に出資することも義務づ
けられていません。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 92 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400126
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

該当法令等なし
簡易生命保険事業は簡易生命保険法及び
日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社に
より運営されている。

ｅ －

　簡易保険のあり方については、国民、企業
に対する公的規制の問題ではない。した
がって、本件は「規制改革要望」には該当し
ない。
　なお、郵政民営化については、経済財政諮
問会議において検討中であり、2004年秋頃
を目途に最終報告が行われる予定である。

－

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、簡易
保険のあり方は官製市場の見直しという規
制改革の問題である。
日本郵政公社の簡易保険事業と生命保険
会社との競争条件の同一化を図ること等は
規制改革の一環と位置づけられるべきもの
であり、競争条件の同一化が図られない間
は、民間が担うべき事業領域への進出を企
図することがないよう、簡易保険の商品種類
の拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大
を禁止する等の早急な対策が必要であるこ
とを踏まえ、改めて検討の上、見解を示され
たい。

ｅ －

　総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、簡易
生命保険を含む生命保険市場は株式会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、簡易生命保険の在り方は「官製市場」の
問題とはなりえない。
　なお、簡易保険は、小口を対象として、全
国あまねく基礎的な保障サービスを提供す
る事業として、生命保険契約者保護機構へ
の拠出金等を負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口に限定（加入限
度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、簡易保険と、民間
生命保険会社はトータルとしてバランスがと
れていると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答のとおり。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0400127 金融分野での規制・監督に関
する透明性の改善 該当法令等なし

郵便貯金事業は郵便貯金法等及び日本郵
政公社法に基づき、また簡易生命保険事業
は簡易生命保険法及び日本郵政公社法に
基づき、日本郵政公社により運営されてい
る。

ｅ －

　郵便貯金及び簡易保険の金融サービスの
提供については、国民、企業に対する公的
規制の問題ではない。したがって、本件は
「規制改革要望」には該当しない。なお本件
要望に関する状況等を説明すれば、以下の
通りである。
・郵便貯金・簡易保険の商品開発等は、規
制の設定・改廃にあたるものではなく、した
がってパブリック・コメント手続きの対象にな
らないが、簡保商品及び日本郵政公社によ
る元金無保証型の商品の窓口販売又は元
売りに関連する法律改正を国会に求める提
案の作成に関し、広く一般に情報を提供する
ことの重要性を認識するとともに、民間利害
関係者に対し、要請に基づき、総務省職員と
意見交換を行う機会を与えることとなってい
る。
・また郵便貯金・簡易保険の商品開発等を
行うための法律改正は、民意を反映する国
会の場での議論を得て、国民の民主的コン
トロールの下で決定されているものであり、
透明性に欠けることはない。

－

異なった経営主体が事業を行う際に存在す
る公的助成などの競争条件の格差解消につ
いても、これを規制改革の一環と位置付け、
その積極的な推進を図る必要があり、郵便
貯金・簡易保険のあり方は官製市場の見直
しという規制改革の問題である。
日本郵政公社の郵便貯金事業・簡易保険事
業と民間金融機関・生命保険会社との競争
条件の同一化を図ること等は規制改革の一
環と位置づけられるべきものであり、競争条
件の同一化が図られない間は、民間が担う
べき事業領域への進出を企図することがな
いよう、郵便貯金・簡易保険の商品種類の
拡充、商品改定等更なる業務範囲の拡大を
禁止する等の早急な対策が必要であること
を踏まえ、改めて検討の上、見解を示された
い。

ｅ －

総合規制改革会議の規制改革の推進に関
する第２次答申において、株式会社の参入
が原則禁止されている医療、福祉、教育、農
業の４分野など公的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでいる。その意味で、郵便
貯金、簡易生命保険を含む金融市場は会社
の自由な参入が認められている市場であ
り、強い公的関与があるわけではない。従っ
て、郵便貯金、簡易生命保険の在り方は「官
製市場」の問題とはなりえない。
　なお、郵貯・簡保は、小口個人を対象とし
て、全国あまねく公平に基礎的な金融サー
ビスを提供する事業として、預金保険料等を
負担していない一方で、
① 不採算地域における店舗配置義務
② 取扱コストのかかる小口個人に限定（預
入限度額1,000万円）
などの制約を負っている。
　そのように、官民それぞれの役割に応じ、
政策的な観点から事業の性格に応じた制度
とされているものであり、郵貯・簡保と、民間
金融機関はトータルとしてバランスがとれて
いると考えている。
　いずれにせよ、郵政事業の民営化につい
ては、現在政府の経済財政諮問会議等にお
いて検討しているところであり、当省の見解
は当初回答通り。

5071066 米国 11

z0400128 電気通信工事業者における
監理技術者要件の拡大

○建設業法第十五条第二
号、第二十六条第２項、第二
十七条第一項
○建設業法施行令第五条の
三、第二十七条の三第１項
○「建設業法第十五条第二
号イの国土交通大臣が定め
る試験及び免許を定める件」
（昭和６３年６月６日建設省告
示第１３１７号）

電気通信工事における監理技術者資格は、
技術士試験のうち技術部門を電気・電子部
門又は総合技術監理部門（選択科目を電
子・電気部門にかかるものとするものに限
る。）とするものに合格した場合、又は学歴
に応じた実務経験及び指導監督的実務経験
を有する場合となっている。

ｃ Ⅱ

【国土交通省回答】

新たな検定種目を設けることとした場合、昭
和５８年の第二次臨時行政調査会最終答申
に基づき指定法人へその事務を委託するこ
ととなるが、「公益法人に対する行政の関与
のあり方の改革実施計画（平成14年3月29
日閣議決定）」において「公益法人が国の委
託等を受けて行う試験、講習その他の資格
付与等の事務・事業については、国家資格
としての社会的必要性等について検証の
上、廃止、独立行政法人による実施等を検
討する」こととされており、これらの動向を踏
まえると、電気通信工事に関する新たな技
術検定種目を設けることは困難である。

国土交通省の回答に対し、要望主体から以
下のとおり意見が提出されているが、電気
通信工事における監理技術者や主任技術
者の資格要件として、電気通信主任技術者
試験を活用することについて国土交通省とも
調整の上、回答されたい。

＜要望者意見＞
新たな検定種目の設置は難しいとの回答で
あるが、電気通信工事業者にとって専門的
な電力業の知識を要する資格を取得するこ
とは困難であり、この点を踏まえた検討を要
望する。なお、新たな検定種目を設置するの
が困難な場合、その他の既存の資格試験
(例えば、総務省の電気通信主任技術者試
験)をもって代替する等、柔軟な措置を要請
する。

－ －

電気通信工事における主任技術者要件の
拡大については、当該制度の所管省におい
て判断されるものと承知しているが、関係省
として連携し、検討していく考えである。

5021084
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 93 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400126
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z0400127 金融分野での規制・監督に関
する透明性の改善

z0400128 電気通信工事業者における
監理技術者要件の拡大

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

簡保と共済には、免許を受けた民間保険会
社に適用されるのと同じ規制制度が適用さ
れるべきであり、新たな引き受け活動を展開
するために規制上および税制上の特典を利
用することを慎むべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.5.1.金融サービス／保険部門

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5071 5071066 米国 11 金融分野での規制・監督に関
する透明性の改善①

金融分野での規制・監督に関する慣行の透
明性を改善するため、米国は以下の措置が
可能な限り早期に実施されることを歓迎す
る。
①　特殊法人等の事業を詳細に見直し､ 民
間との競合を回避するとの公表された目標
に整合するよう、既存の競争状況に影響を
与えるような、郵便金融機関（郵貯ならびに
簡保）による新たな金融サービス事業案に
関連するすべての報告書、商品やサービス
に対する認可要求や立法措置は、導入前
に、時宜にかなうようにかつ完全に公示され
パブリック・コメントや検討の対象となるよう
要望する｡

総務省

5021 5021084
社団法人日本
経済団体連合
会

11 電気通信工事業者における
監理技術者要件の拡大

　監理技術者の申請要件として、従来の電
気・電子部門とは別個に、電気通信工事業
者に対する単独の技術検定を創設・設置す
る。

　建設業法の規定に基づく試験資格が許可
等の要件の対象となっている電気工事業な
ど技術者の育成が容易となっている業種も
ある中で、一部の事業に課せられた特別な
規制となっている。電気通信工事業者にとっ
て高度かつ専門的な電気・電力業の知識を
必要とする資格を取得することは大変困難
である。よって、電気通信工事に必要な有資
格者が不足し、ＩＴ革命推進に向けたインフラ
整備の大きな障壁となっている（現実的には
実務経験充足による資格取得を目指すこと
となるが、発注工事の小規模化が続く中、限
られた工事の実務経験者という要件のみで
は有資格者の不足は避けられない状況であ
る）。

建設業法第15条のニ、第26
条第２項、第27条の一
建設業法施行令第27条の３
昭和63年６月６日建設省告示
第1317号

国土交通省

①建設業法における特定建設業に該当する
許可を受けるにあたり、工事業者は監理技
術者を配置しなければならない。
②その要件としては、イ．国土交通大臣が定
める技術検定又は免許の取得者、ロ．指導
監督的実務の経験者（注）、ハ．大臣がイ.又
はロ.の該当者と同等と認めた者　のいずれ
かに該当することとされているが、電気通信
工事業者にはイ.における技術検定が単独で
は設置されておらず、代替として電気通信以
外の内容も含む「電気・電子部門」の資格を
取得することとされている。

（注）電気通信工事の発注者から直接請け
負い、その請負金額が45百万円以上である
工事に関し２年以上指導監督的な実務の経
験を有する者とする。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 94 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400129 PFI事業における民間収益施
設の流動化

民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に
関する法律（抜粋）
(行政財産の貸付け）
第十一条の二　国は、必要が
あると認めるときは、国有財
産法（昭和二十三年法律第
七十三号）第十八条第一項
の規定にかかわらず、選定事
業の用に供するため、行政財
産（同法第三条第二項に規定
する行政財産をいう。次項及
び第三項において同じ。）を
選定事業者に貸し付けること
ができる。
２　前項に定めるもののほ
か、国は、選定事業者が一棟
の建物の一部が当該選定事
業に係る公共施設等である
当該建物の全部又は一部を
所有しようとする場合におい
て、必要があると認めるとき
は、国有財産法第十八条第
一項の規定にかかわらず、行
政財産である土地を、その用
途又は目的を妨げない限度
において、当該選定事業者に
貸し付けることができる。

選定事業者によって建設される一棟の建物
が「ＰＦＩ事業として整備される公共施設部
分」と「それ以外の民間収益施設部分」から
構成される場合、後者については、私権の
設定が一般的に禁止されている行政財産で
ある土地について、選定事業者に対して、そ
の貸付けを認めている。

ｂ

【内閣府回答】

ＰＦＩ法の選定事業者に対して認めている行
政財産の使用又は収益の権限を第三者に
譲渡することを認めるか否かについては、財
務省、総務省をはじめ行政財産の管理を所
掌する各省と協議の上、検討する。

内閣府の左記の回答を踏まえ、平成16年度
中に結論を得て実施されることの可否につ
いて改めて検討されたい。

－ －

　現在までのところ、内閣府から協議を受け
ておらず、また提案に対する具体的な対応
方法も示されていないことから、実施時期を
含め対応の可否について言及できる状況に
ない。

5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

（上記の続き）

３　前二項に定めるもののほ
か、国は、前項の規定により
行政財産である土地の貸付
けを受けた者が同項に規定
する建物の一部を選定事業
の終了後においても引き続き
所有しようとする場合におい
て、必要があると認めるとき
は、国有財産法第十八条第
一項の規定にかかわらず、当
該行政財産である土地を、そ
の用途又は目的を妨げない
限度において、その者に貸し
付けることができる。
４　地方公共団体は、必要が
あると認めるときは、地方自
治法（昭和二十二年法律第
六十七号）第二百三十八条
の四第一項の規定にかかわ
らず、選定事業の用に供する
ため、行政財産（同法第二百
三十八条第三項に規定する
行政財産をいう。次項及び第
六項において同じ。）を選定
事業者に貸し付けることがで
きる。

5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 95 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400129 PFI事業における民間収益施
設の流動化

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

11 PFI事業における民間収益施
設の流動化【新規】

　選定事業者のみならず選定事業者から建
物の譲渡を受けた第三者にも土地の貸付け
を認めるべく､PFI法11条の２を改正すべきで
ある。

　民間収益施設部分の所有者の変更が、直
ちに公共施設等の用途または目的を妨げる
とは考えられない。運営主体を限定する等に
より公共施設等の用途または目的は十分に
担保されると考えられ、全面的に権利処分を
認めないのではなく、より規制の範囲を限定
するべきである。
　民間収益施設を流動化可能とすることによ
り、資金の早期回収が見込める等、事業者
の選択肢が広がり、事業参画の可能性が増
す。また公共側にとってもより多数の民間事
業者が競争参加することにより、VFMの更な
る追求が可能になる。

PFI法11条の２
内閣府
総務省
財務省

　PFI法11条の２は､選定事業者が､当該選
定事業に係る建物を所有した場合､行政財
産たる土地を「当該選定業者」に対して貸し
付けるとしている。よって、当該選定事業者
が民間収益施設の所有権を第三者に譲渡し
た場合であっても、土地は当該選定業者に
対して貸し付けられる。換言すれば､第三者
は民間収益施設の所有権譲渡を受けても土
地の貸付を受けられないため、事実上民間
収益施設の流動化が阻害されている。

5021 5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化【新規】

内閣府
総務省
財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 96 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

（上記の続き）

５　前項に定めるもののほ
か、地方公共団体は、選定事
業者が一棟の建物の一部が
当該選定事業に係る公共施
設等である当該建物の全部
又は一部を所有しようとする
場合において、必要があると
認めるときは、地方自治法第
二百三十八条の四第一項の
規定にかかわらず、行政財産
である土地を、その用途又は
目的を妨げない限度におい
て、当該選定事業者に貸し付
けることができる。
６　前二項に定めるもののほ
か、地方公共団体は、前項の
規定により行政財産である土
地の貸付けを受けた者が同
項に規定する建物の一部を
選定事業の終了後において
も引き続き所有しようとする場
合において、必要があると認
めるときは、地方自治法第二
百三十八条の四第一項の規
定にかかわらず、当該行政財
産である土地を、その用途又
は目的を妨げない限度にお
いて、その者に貸し付けるこ
とができる。

5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

13

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

（上記の続き）

７　前各項の規定による貸付
けについては、民法（明治二
十九年法律第八十九号）第
六百四条並びに借地借家法
（平成三年法律第九十号）第
三条及び第四条の規定は、
適用しない。
８　国有財産法第二十一条及
び第二十三条から第二十五
条までの規定は第一項から
第三項までの規定による貸
付けについて、地方自治法第
二百三十八条の二第二項及
び第二百三十八条の五第三
項から第五項までの規定は
第四項から第六項までの規
定による貸付けについて、そ
れぞれ準用する。

5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

14

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

5035006 社団法人日本
船主協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 97 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

z0400129

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

13

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化【新規】

内閣府
総務省
財務省

5021 5021099
社団法人日本
経済団体連合
会

14

（上記の続き）

PFI事業における民間収益施
設の流動化【新規】

内閣府
総務省
財務省

5035 5035006 社団法人日本
船主協会 11 日本籍船でのカジノの自由化

日本籍船上では現行刑法が適用されるた
め、公海上にあってもカジノが禁止されてい
るが、カジノの運営が非合法とならないよう
所用の法整備を行う。

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客
船事業の振興を図るため、日本籍船でのカ
ジノの自由化を行うこと。

刑法第185条、186条

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 98 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

ｃ －

１　カジノの設置を特別立法により認める場
合には、刑法の違法性阻却のための積極的
な意義付けが必要。
２　地方公共団体が設置者となる場合には、
カジノの法目的が住民の福祉の増進という
地方公共団体の存立目的に合致したものと
なることが必要。また、民間で設置する場合
においても、カジノの設置が地域住民の福
祉の向上や地域振興に結びつくものとなるこ
とが必要。
３　また、カジノの実施と密接に関連する周
辺の治安対策や観光振興、交通対策による
地域づくり等は地方公共団体が担う事務で
あり、この観点からも地方財政に資するとい
うことが必要。
　なお、現在、賭博罪の特例として行われて
いる各種の公営競技については、その関連
産業の振興や公益の増進を目的とする事業
の振興のほか、地方財政の健全化、改善等
を目的としているところ。
４　特別法制定の検討がなされる場合には、
総務省としては、地方公共団体の能率的な
行政の確保及び健全な発展の観点から、議
論に参加することとなるものと思料。

5123002 社会福祉法人
鞍手会 11

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

ｃ －

１　カジノの設置を特別立法により認める場
合には、刑法の違法性阻却のための積極的
な意義付けが必要。
２　地方公共団体が設置者となる場合には、
カジノの法目的が住民の福祉の増進という
地方公共団体の存立目的に合致したものと
なることが必要。また、民間で設置する場合
においても、カジノの設置が地域住民の福
祉の向上や地域振興に結びつくものとなるこ
とが必要。
３　また、カジノの実施と密接に関連する周
辺の治安対策や観光振興、交通対策による
地域づくり等は地方公共団体が担う事務で
あり、この観点からも地方財政に資するとい
うことが必要。
　なお、現在、賭博罪の特例として行われて
いる各種の公営競技については、その関連
産業の振興や公益の増進を目的とする事業
の振興のほか、地方財政の健全化、改善等
を目的としているところ。
４　特別法制定の検討がなされる場合には、
総務省としては、地方公共団体の能率的な
行政の確保及び健全な発展の観点から、議
論に参加することとなるものと思料。

5145015 東京都 11

z0410001
特区における５ＧＨｚ帯無線ア
クセスシステムの利用促進の
全国展開

－ －

２００３年１０月２４日に日米政府間で対日要
望と対米要望の交換を行い、これらに基づき
「成長のための日米経済パートナーシップ」
における「規制改革及び競争改革イニシア
ティブ」の３年目の対話が行われている。本
要望は当該対日要望と同じものである。対
話の成果については、２００４年５月頃に公
表される報告書を参照されたい。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

― ―

日米規制改革及び競争政策イニシアティブ
の協議については、２００３年１０月２４日に
日米政府の要望書が交換され、本項目を含
むＩＴ部分については同年１１月１０・１１日に
第一回ＩＴ作業部会において意見交換を行
い、相互に認識の確認を行った。日米間の
協議の具体的内容は非公開としているが、
各要望について日米政府間でさらに数度の
対話を経た後、５月頃日米首脳に報告され
る年次報告に現状や措置を詳しく記述し、公
表する。この報告書の参照を求めることが、
日本政府の立場を首尾一貫した形で関係者
に分かりやすく伝えることになることをご理解
いただきたい。

5071009 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 99 / 100 総務省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

z0400130 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

z0410001
特区における５ＧＨｚ帯無線ア
クセスシステムの利用促進の
全国展開

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5123 5123002 社会福祉法人
鞍手会 11 カジノ･ハウス特別法の早期

設置（刑法賭博罪）の規制

カジノは日本では認められていないが、世界
の多くの国で設置されており、国際的には一
般的なゲーシング産業として経済波及効果
や雇用創出効果が期待できるものである。
現在カジノは賭博罪にあたる為、特別立法
の必要性がある

鞍手町内国有林（98林班）の1k㎡内に複合
施設として民設民営で運営する。
外国人と入場許可証を持った日本人を対象
とし、地元一般人は入場禁止とする。
日本の城下町イメージの空間作りで観光産
業として、社会福祉に特化した町づくりの可
能性を見出す

社会的弱者の福祉を充実させる財源は、社
会的強者と言われる者の、カジノでの経済
活動における収入の一部を充てる事を義務
付ける。
雇用創出や町づくりのシンボルとなり経済効
果がある

刑法（賭博罪）、森林法第三
章

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

鞍手町国有林内に複合施設として建設する
ことで、私有林を必要とする場合は、代替用
地として国有林を払い下げ、交換用地として
利用する場合がある。

添付資料　第四号
4-12
第七号　「構造改革活動レポート」
第八号　「社会福祉法人鞍手会理事評議委
員会　議事録内容」　参照

5145 5145015 東京都 11 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

カジノを実現するために、所管官庁を決め、
必要な特別法の制定などの法整備を行うこ
と。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源でもあり、新たな
ゲーミング産業として、経済波及効果や雇用
創出効果が大いに期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博および
富くじに関する罪で規制されており、実施す
ることができない。

刑法第１８５条～１８７条（賭
博および富くじに関する罪）

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

5071 5071009 米国 11
特区おける５ＧＨｚ帯無線アク
セスシステムの利用促進の
全国展開

405
406

米国は、２００３年６月のＷＲＣ合意と一貫す
る形で、日本が特区において５ＧＨｚ帯にお
ける無線アクセスシステムの利用を促進す
る経験及び、そのようなシステムの全国的拡
大計画を報告することを提案する。

「ｅ－Ｊａｐａｎ II」において日本は電波認証（Ｒ
ＦＩＤ）やワイヤレスＬＡＮなどの台頭しつつあ
る無線技術が「ユビキタスネットワーク社会」
においてそれぞれが特別な役割を担ってい
るであろうことを認識している。日米電気通
信作業部会は両国の経験について見解を交
換し、台頭しつつある先進無線技術の拡大
と利用へ貢献する市場ベースのアプローチ
を認定し、両国の規制過程の相互理解を促
進できる時機を得た機会を提供する。

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 100 / 100 総務省


